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はじめに 
 

1986年のWHOレポート「Cancer Pain Relief（がんの痛みからの開放）」のなかで、

末期がん患者の主症状の70％が痛みであること、痛みの大部分にモルヒネを中心とし

た鎮痛薬が有効であることが示され、国際的にモルヒネの有効性が見直されました。

また、近年の研究では、モルヒネ等は、中枢神経系の運動機能や感覚機能にほとんど

影響を与えない量で痛覚を低下させること、薬用量と中毒量の差が大きく医師の管理

下で適正に使用される場合には、麻薬中毒になる危険性が少ないこと等が明らかにさ

れてきています。このように、モルヒネ等は、がん疼痛緩和療法に非常に有益である

ことが再確認され、医療現場で積極的に用いられています。近年は、地域包括ケアの

進展により在宅医療での使用が進むなど、医療用麻薬の使われ方も多様化してきてい

ます。 

 
一方、麻薬は有用性が非常に大きい反面、依存性を有し、乱用されると乱用者個人

の保健衛生上の問題になるとともに、社会的に大きな弊害をもたらします。そのため、

我が国では、「麻薬及び向精神薬取締法（昭和28年法律14号）」により、その製造、

流通、販売、使用等を厳しく規制しています。 

本県においても、麻薬施用者免許を受けていない医師が無免許で麻薬処方箋の発行

及び施用した事犯、並びに麻薬小売業者の免許の有効期限が失効した薬局の不法所持

事犯が発生し、麻薬取締官（員）による捜査が行われたことがありました。また、平

素の管理の不備から、麻薬等が所在不明になる事例や偽造処方せんによる詐欺等が発

生しています。 

 

 以上の背景を踏まえ、各麻薬取扱者にはより一層適正な麻薬等の管理が求められる

ことから、本冊子を活用し「麻薬及び向精神薬取締法」及び「覚醒剤取締法」を遵守

するようにお願いします。 

 

        令和７年１０月 

                         三重県医療保健部薬務課 
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Ⅰ 麻薬取扱者免許と事務手続 
病院、診療所、歯科診療所、飼育動物診療施設（以下「診療施設」という。）で麻

薬を取り扱うためには、麻薬取扱者の免許を取得することが必要です。ここでは、麻

薬取扱者のうち、診療施設で必要な麻薬施用者・麻薬管理者免許（以下「麻薬施用者

（管理者）」という。）の申請及び免許取得後の諸届等の事務手続きについて説明し

ます。 

また、三重県では、麻薬に関する申請や届出の受付は、全て保健所で行っています

ので、疑義が生じた場合は麻薬診療施設を管轄する保健所（以下「管轄保健所」とい

う。）に問い合わせてください。（裏表紙「申請・届出等担当窓口一覧表」参照） 

なお、申請書等のご提出は、原則、管轄保健所の窓口に直接お越しいただくようお

願いします。 

 

１  免許（麻薬及び向精神薬取締法（以下「法」という。）第３条） 

（１）麻薬施用者免許 

医師、歯科医師又は獣医師（以下「医師等」という。）が、疾病治療の目的で、

業務上麻薬を施用若しくは施用のために交付又は麻薬を記載した処方箋（以下

「麻薬処方箋」という。）を交付するためには麻薬施用者の免許が必要です。 

麻薬施用者免許には次のような特徴があります。 

ア 個人に与えられる免許です。 

 （免許人以外は麻薬を取り扱えません。また、他人に貸与できません。） 

イ 免許証に記載された診療施設以外では麻薬の施用ができません。 

 （免許証に記載されていれば複数の診療施設で麻薬の施用が可能です。麻薬施

用者免許証に麻薬を施用できる診療施設を追加する場合、主に麻薬の診療に従

事する診療施設を「麻薬業務所」とし、その他の診療施設を「従として診療に

従事する麻薬診療施設」として、届出を行う必要があります。） 

 ＊ 「従として診療に従事する麻薬診療施設」には麻薬管理者を置かなければな

りませんので、注意してください。 

ウ 都道府県ごとの免許です。 

 （都道府県を異にする２ヶ所以上の診療施設で麻薬施用者となるためには、そ

れぞれの都道府県知事から免許を受けなければなりません。） 

 

（２）麻薬管理者免許 

 麻薬施用者が２名以上いる診療施設では、原則常勤の医師等又は薬剤師の中か

ら、その診療施設の麻薬を業務上管理する「麻薬管理者」を置かなければなりま

せん。この場合、麻薬施用者（原則常勤）が麻薬管理者を兼ねてもかまいません。 

しかし、麻薬の実質管理を考えると、麻薬管理者には薬剤師を充てることが望

まれます。 

麻薬管理者は、知事（保健所長）の免許を受けなければなりません。なお、麻
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薬施用者が１名だけの診療施設では麻薬管理者を置く必要はありませんが、麻薬

施用者が自ら麻薬の管理を行わなければなりません。 

 

２  免許の申請・届出等 

  申請・届出様式については、この手引きの該当ページをコピーしてご利用いただ

く か 、 三 重 県 ホ ー ム ペ ー ジ の 三 重 県 申 請 ・ 届 出 等 手 続 き の 総 合 窓 口

（https://apply.e-tumo.jp/pref-mie-u/offer/offerList_initDisplay）からダウ

ンロードしてご利用ください。 

（１）麻薬施用者（管理者）免許の申請（法第３条） 

 免許の申請は次のとおり行ってください。 

提 出 先           ：管轄保健所 

提 出 書 類           ： 

必要書類 手数料、注意事項等 部数 様式/記載例 

麻薬施用者（管理

者）免許申請書 

（別記第１号様

式） 

・ 手数料 ３，９００円 

（令和７年１０月１日現在） 

・ 手数料分の三重県収入証紙を貼付してく

ださい。 

・ 麻薬施用者が従として診療に従事する麻

薬診療施設が２ヶ所以上ある場合は「別

紙様式1（p43）」へ記入してください。 

１部 
様式:p42,43,46 

記載例:p44,47 

診断書 

・ 心身の障害があっても、麻薬施用者の

業務を適正に行うことができ、麻薬中毒

者又は覚醒剤の中毒者でないことを証明

する医師の診断書の添付が必要です。

（作成日から1か月以内のもの） 

１部 様式：p45   

医師、歯科医師、 

獣医師、薬剤師 

の免許証（写し） 

・ 麻薬施用者は医師、歯科医師、獣医師、

麻薬管理者は医師、歯科医師、獣医師、

薬剤師に限定されます。 

・ 申請の際には、免許証（免許証を書換え

又は再交付中の場合は、その旨を証明で

きる書類）の本証書をご持参ください。

免許証の写しに相違がないかを確認させ

ていただきます。 

・ 過去の麻薬施用者（管理者）免許申請で

提示されている場合は省略できます。 

１部  
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（２）免許の有効期間（法第５条） 

免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。 

免許の有効期間満了後も継続して麻薬の取扱いをする場合には、有効期間が

満了するまでに新しく免許を受けてください。この場合の免許申請の受付は、

毎年11月頃から管轄保健所にて行っています。業務廃止等の手続きをせず、か

つ引き続き免許を受けなければ、有効期間満了後は麻薬の取扱いができなくな

り、不法所持等になりますので注意してください。 

 
（３）免許に関する各種手続き 

ア 免許の有効期間が満了等した場合（法第８条） 

麻薬施用者（管理者）は、次の（ア）～（ウ）の事項等に該当する場合は、

「麻薬施用（管理）者免許証返納届（別記第４号様式）」に必要事項を記入し、

免許証を添えて管轄保健所へ届け出なければなりません。 

（ア） 引き続き免許申請をし、新たな免許証がある場合で旧免許の有効期間が満

了した場合 

（イ） 免許を取り消された場合 

（ウ） 免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見した場合 

免許証の返納手続きは次のとおり行ってください。 

届 出 期 限          ：事後１５日以内 

提 出 先          ：管轄保健所 

提 出 書 類           ： 

提出書類 部数 様式 

麻薬施用（管理）者免許証返納届（別記第４号様式） １部 ｐ49 

麻薬施用（管理）者免許証 原本 

 

イ 免許証を亡失又はき損した場合（法第10条） 

麻薬施用者（管理者）は、免許証をき損又は亡失した場合には、免許証の再交

付を申請しなければなりません。免許証再交付申請の手続きは次のとおり行って

ください。 

届 出 期 限          ：き損又は亡失後１５日以内 

提 出 先          ：管轄保健所 
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提 出 書 類          ： 

提出書類 手数料、注意事項等 部数 様式 

麻薬施用（管理）者免

許証再交付申請書 

(別記第６号様式) 

・ 手数料 ２，７００円 

（令和７年１０月１日現在） 

・ 手数料分の三重県収入証紙を貼付し

てください。 

１部 p51 

麻薬施用（管理）者免許証 ※き損の場合のみ 原本 

＊ 免許証再交付後、亡失した免許証を発見した場合は、１５日以内に「麻薬施用

（管理）者免許証返納届」により、発見した免許証を返納してください。 

 

ウ 免許証の記載事項を変更する場合（法第９条） 

麻薬施用者（管理者）は、免許証の記載事項に変更が生じたときは、「麻薬施

用（管理）者免許証記載事項変更届(別記第５号様式)」に必要事項を記入し、免

許証を添えて管轄保健所へ届け出なければなりません。（麻薬施用者と麻薬管理

者とでは、記載事項の変更手続きが多少異なりますので注意してください。） 

なお、麻薬診療施設の所在地が市町によって行われた地番変更等により変更さ

れた場合は、記載事項変更届を届け出る必要はありません。 

 

【麻薬施用者】 

麻薬施用者は、次の（ア）～（エ）の事項等に該当する場合は、「麻薬施用者

免許証記載事項変更届(別記第５号様式)」に必要事項を記入し、免許証を添えて

管轄保健所へ届け出てください。 

（ア） 麻薬施用者本人の「氏名」、「住所」を変更したとき 

（イ） 主又は従として診療に従事している麻薬診療施設の「名称」、「所在地」

に変更が生じたとき（麻薬診療施設の開設者が、個人から法人に変更になっ

た場合の麻薬診療施設の名称の変更や移転により所在地が変わるときを含む） 

（ウ） 従として診療に従事する麻薬診療施設を「追加」又は「削除」したとき 

（エ） 県内の他の診療施設へ転勤し、引き続き麻薬に関する業務を行う場合 

免許証記載事項変更の手続きは次のとおり行ってください。 

  届 出 期 限          ：変更後１５日以内 

  提 出 先          ：管轄保健所 

  提 出 書 類          ： 

提出書類 部数 様式 

麻薬施用者免許証記載事項変更届(別記第５号様式) １部 P50 

麻薬施用者免許証 原本 
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※ 麻薬施用者本人の「氏名」を変更した場合には、変更が確認できる書類（医師、

歯科医師、獣医師免許証（免許証を書換え又は再交付中の場合は、その旨を証明

できる書類）の本証書をご持参ください。 

 

【麻薬管理者】 

麻薬管理者は、次の（ア）又は（イ）の事項等に該当する場合は、「麻薬管理

者免許証記載事項変更届(別記第５号様式)」に必要事項を記入し、免許証を添え

て管轄保健所へ届け出てください。 

（ア） 麻薬管理者本人の「氏名」、「住所」を変更したとき 

（イ） 従事している麻薬診療施設の「名称」に変更が生じたとき 

   なお、麻薬管理者は、次のａ～ｃの事項等に該当する場合は、現有の麻薬管

理者免許を廃止し、新たに免許申請をしなければなりません。免許申請の手続

きは当該変更を行う前に行い、麻薬管理者不在期間が生じないよう十分注意し

てください。 

  ａ 麻薬診療施設が移転により「所在地」が変わる場合 

   ｂ 転勤等で勤務する麻薬診療施設を変更する場合 

   ｃ 診療施設の開設者が変更になる場合（個人から法人への変更を含む。） 

  免許証記載事項変更の手続きは次のとおり行ってください。 

届 出 期 限          ：変更後１５日以内 

提 出 先          ：管轄保健所 

提 出 書 類          ： 

提出書類 部数 様式 

麻薬管理者免許証記載事項変更届(別記第５号様式) １部 P50 

麻薬管理者免許証 原本 

※ 麻薬管理者本人の「氏名」を変更した場合には、変更が確認できる書類（医師、

歯科医師、獣医師、薬剤師免許証（免許証を書換え又は再交付中の場合は、その

旨を証明できる書類）の本証書をご持参ください。 

 

 

エ 麻薬施用者（管理者）が業務廃止等した場合（法第７条、第36条） 

【麻薬施用者】 

麻薬施用者は、次の（ア）～（エ）の事項等に該当する場合は、「麻薬施用者

業務廃止届(別記第３号様式)」に必要事項を記入し、免許証を添えて管轄保健所

へ届け出てください。 
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 （ア） 県外の診療施設に異動した場合 

（イ） 麻薬に関する業務を廃止した場合 

（ウ） 麻薬施用者の前提となる資格を失った場合 

（エ） 麻薬施用者が死亡した場合 

  業務廃止の手続きは、次のとおり行ってください。 

  届 出 期 限          ：業務廃止後１５日以内 

  提 出 先          ：管轄保健所 

  提 出 書 類          ： 

提出書類 部数 様式 

麻薬施用者業務廃止届 (別記第３号様式) １部 p48 

麻薬施用者免許証 原本 

＊ 麻薬施用者が死亡した場合は、相続人が届け出てください。 

＊ 麻薬診療施設の開設者は、その診療施設が麻薬診療施設でなくなったとき（診

療施設を閉鎖したとき又は麻薬施用者が一人もいなくなったとき）は、「麻薬

所有量届」を提出してください。この時、麻薬を所有している場合は、「麻薬

譲渡届」又は「麻薬廃棄届」をあわせて提出してください。 

 

【麻薬管理者】 

麻薬管理者は、次の（ア）～（ウ）の事項等に該当する場合は、「麻薬管理者

業務廃止届(別記第３号様式)」に必要事項を記入し、免許証を添えて管轄保健所

へ届け出てください。 

（ア） 麻薬に関する業務を廃止した場合 

（イ） 麻薬管理者の前提となる資格を失った場合 

（ウ） 麻薬管理者が死亡した場合 

なお、次のａ～ｃの事項等に該当する場合は、現有の麻薬管理者免許を廃止し、

新たに免許申請をしなければなりません。なお、免許申請の手続きは当該変更前

に行い、麻薬管理者不在期間が生じないよう十分注意してください。 

    ａ 麻薬診療施設の「所在地」が変わる場合 

    ｂ 転勤等で勤務する麻薬診療施設を変更する場合 

    ｃ 診療施設の開設者が変更になる場合（個人から法人への変更を含む。） 

業務廃止の手続きは、次のとおり行ってください。 

  届 出 期 限          ：業務廃止後１５日以内 

  提 出 先          ：管轄保健所 
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  提 出 書 類          ： 

提出書類 部数 様式 

麻薬管理者業務廃止届(別記第３号様式) １部 p48 

麻薬管理者免許証 原本 

＊ 麻薬管理者が死亡した場合は、相続人が届け出てください。 

 

オ 麻薬診療施設でなくなった場合…麻薬診療施設の開設者の義務（法36条） 

   麻薬診療施設でなくなった場合とは、当該診療施設が次の（ア）～（ウ）に該

当する場合をいいます。 

 （ア）保健所等に診療施設の廃止の届出を提出した場合 

  [例]・診療施設を廃止又は移転した場合 

    ・診療施設の開設者が死亡（法人の場合は解散）した場合 

    ・診療施設の開設者を変更（個人から法人に変更等）した場合 

（イ） 麻薬施用者が１人もいなくなった場合 

（ウ）麻薬の取扱いをやめた場合 

上記に該当する場合は、次のａの手続きにより麻薬所有量を報告し、所有する麻

薬がある場合は次のｂの手続きにより、所有していた麻薬を譲渡又は廃棄してくだ

さい。 

 

ａ 麻薬所有量報告 

  麻薬診療施設の開設者は、当該診療施設が麻薬診療施設でなくなった場合は、次

により１５日以内に麻薬の数量等を届け出てください。 

届 出 期 限          ：（麻薬診療施設でなくなってから）事後１５日以内 

提 出 先          ：管轄保健所 

提 出 書 類          ： 

提出書類 注意事項等 部数 様式 

麻薬所有量届 

（細則第１号様式） 

・ 業務廃止時に所有する麻薬の数量を届

け出てください。 

・ 所有がなかった場合も「在庫なし」と

記載し、届け出てください。 

１部 p61 

＊ 届出の際は、麻薬帳簿をご持参ください。（数量等に間違いがないか確認させてい

ただきます。） 
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ｂ 業務廃止時に所有していた麻薬の処理 

  業務廃止時に所有していた麻薬については、麻薬診療施設廃止後５０日間を超え

て所持すると不法所持となるので、当該麻薬については、次の（ａ）又は（ｂ）の

方法で処理してください。 

 

 （ａ）譲渡し 

   業務廃止時に所有していた麻薬は、業務廃止後、５０日以内であれば、東海北

陸厚生局長の許可を受けることなく、三重県内の他の麻薬診療施設の開設者（移

転又は開設者を変更した後の麻薬診療施設を含む。）、麻薬卸売業者、麻薬小売

業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡すことができます。ただし、麻薬を譲り

渡した場合は、譲渡先等を記入した「麻薬譲渡届（細則第２号様式）」を次のと

おり届け出てください。 

届 出 期 限          ：麻薬を譲渡後１５日以内 

提 出 先          ：管轄保健所 

提 出 書 類          ： 

提出書類 注意事項等 部数 様式 

麻薬譲渡届 

(細則第２号様式) 

・ 譲り渡した後に提出（１５日

以内） 

・ 必ず譲受者に押印をもらって

ください。 

１部 p62 

 

 （ｂ）廃棄 

   業務廃止時に所有していた麻薬を廃棄する場合は、業務廃止後５０日以内に

「麻薬廃棄届（別記第１１号様式）」を提出した後、保健所の職員の指示に従っ

て廃棄してください。 

届 出 期 限          ：業務廃止後５０日以内の麻薬を廃棄する前 

提 出 先          ：管轄保健所 

提 出 書 類          ： 

提出書類 注意事項等 部数 様式/記載例 

麻薬廃棄届 

（別記第11号様式） 

・ 廃棄する前に提出 

【廃棄方法】 

・ 後日、保健所職員の立会いの

下、原則、旧麻薬診療施設内

で廃棄 

１部 
様式:p53 

記載例:p54 
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Ⅱ  麻薬管理者の業務 
麻薬管理者（麻薬管理者を設置しなくてもよい診療施設については、麻薬施用者

とする。以下同じ。）は、当該麻薬診療施設において所有する麻薬の管理（受払・

保管・廃棄等）を行わなければなりません。したがって、院内にある麻薬は、麻薬

施用者等に手渡したものでも患者に適正に施用されるまでは、麻薬管理者が管理し

てください。ただし、患者自身が服薬管理できる状況であれば、患者に必要最小限

の麻薬を管理させても差し支えありません。 

また、当該麻薬診療施設における麻薬施用者の免許の取得状況を把握することも

麻薬管理者が行ってください。 

 

１  譲受け（麻薬の購入等）と譲渡し（患者への交付等） 

麻薬診療施設の開設者は、原則として次の（１）及び（２）の各項に掲げる場合

以外は、麻薬を譲受け・譲渡しできません。 

なお、麻薬診療施設間の貸借は絶対にしてはいけません。（同一開設者が開設す

る麻薬診療施設においても同様です。） 

 

（１）譲受け（法第26条、第32条） 

 ア 麻薬卸売業者からの譲受け（麻薬の購入） 

麻薬の購入は、三重県内の麻薬卸売業者からに限られています。麻薬卸売業者

から麻薬を購入する際は、次の（ア）～（キ）の事項に十分注意してください。 

 

（ア）麻薬卸売業者への「麻薬譲受証」の交付は、譲渡証及び麻薬の交付を受け

る前又は交付と同時に行わなければなりません。麻薬譲受（渡）証用紙に印

のみを押印し、相手方に先に渡しておく等のいわゆる白紙委任行為は絶対に

行わないでください。 

 

（イ）「麻薬譲受証」は、麻薬診療施設の開設者の責任において作成ください。 

「麻薬譲受証」には、譲受人の氏名（法人にあっては名称、代表者の職名及

び氏名）、麻薬管理者の免許番号及び氏名、譲り受けようとする麻薬の品名・

数量等必要事項を記載し、押印（法人にあっては代表者印又は麻薬専用印（他

の用務と併用する印は認められません。ただし、覚醒剤原料用の印を除く。）

を押印）してください。 

 

  麻薬専用印の例 麻薬と覚醒剤原料を兼用する印の例 

 

 

 

 

医療法人△△ 

病院理事長 

麻薬専用之印 

医療法人○○ 

病院理事長 

麻薬・覚醒剤原

料専用之印 
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なお、譲受人が国、地方公共団体、その他公的病院等の場合には、氏名欄に

麻薬診療施設の名称、施設長の職名・氏名を記載し、公印（又は公印に準ずる

もの）又は麻薬専用印を押印しても差し支えありません。 

また、余白部分には、斜線を引くか又は「以下余白」と記載してください。 

 

（ウ）麻薬卸売業者から交付を受けた「麻薬譲渡証」は、交付を受けた日から２

年間保存してください。 

 

（エ）「麻薬譲渡証」を万一紛失又はき損した場合は、理由書等（き損した場合

は、麻薬譲渡証を添付）を取引のあった麻薬卸売業者に提出し、再交付を受

けてください。また、紛失した「麻薬譲渡証」を発見したときは、すみやか

に麻薬卸売業者に返納してください。 

 

（オ）麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合は、麻薬卸売業者の立会いの下に、

以下の事項を確認してください。なお、麻薬の数量の確認は必ずしも開封し

て行う必要はありません。 

 ・ 麻薬譲渡証の記載事項及び押印等に不備はないか。 

 ・ 麻薬譲渡証の品名、数量、製品番号と現品が相違していないか。 

 ・ 麻薬の容器・包装に証紙による封かんがなされているか。 

＊ 破損等を発見した際の措置について 

○両者立会いで証紙を開封し、破損等を発見した場合 

⇒麻薬診療施設の開設者は麻薬譲渡証を返納し、麻薬卸売業者から麻薬譲受証

の返納を受け、譲渡の対象となった麻薬を麻薬卸売業者が持ち帰ります。こ

の場合、麻薬卸売業者が麻薬事故届を提出することになります。 

○実際に使用する段階で証紙を開封し､破損等を発見した場合 

⇒麻薬管理者が麻薬事故届を提出してください。また、明らかに不良品である

場合は、製造販売業者等に返品等の必要性を確認してください。なお、返品

する場合は、麻薬譲渡許可を取得する必要があります（申請書別記第10号様

式）。 

 

  （カ）麻薬診療施設が麻薬卸売業者の業務所から遠隔地にある場合等は、麻薬を麻

薬卸売業者から書留便等の郵送により譲り受けることは差し支えありません。

なお、遠隔地に該当するかの判断については、管轄保健所にお問い合わせ下さ

い。 

＊ 破損等を発見した際の措置について 

 ○郵送等により両者の立会なしに麻薬を譲り受けた後に、破損等を発見した

場合 

⇒麻薬管理者が麻薬事故届を提出してください。 
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（キ）麻薬卸売業者の業務所に直接出向いて麻薬を購入することは、事故等を生じ

易いのでできるだけ避けてください。緊急時等やむを得ず麻薬卸売業者の業務

所に直接出向いて麻薬を購入する時は、必ず互いに麻薬取扱者免許証等を提示

して身分確認を行ってください。 

 

イ 麻薬卸売業者以外からの譲受け 

麻薬の交付を受けた患者又は患者の遺族等から、処方変更又は死亡等により施

用する必要がなくなった麻薬を譲り受けることができます。（他の麻薬診療施設

・麻薬小売業者が交付した麻薬を含む。） 

院外の患者または入院患者が自己で管理していた麻薬を譲り受けた場合は、原

則、その都度、若しくはある程度まとまった段階で麻薬管理者と他の職員の立会

いの下で廃棄し、廃棄後３０日以内に「調剤済麻薬廃棄届（別記第19号様式）ｐ

59」に必要事項を記入し、管轄保健所へ届け出てください。 

＊ 患者から譲り受けた麻薬は、麻薬の品質を保証することができませんので、再

利用は避けてください。ただし、入院中の患者に交付した麻薬で、麻薬診療施設

側で適切に管理されていた麻薬が返納された場合は、品質上問題の無い場合に限

り、再利用することができます。 

  ＊ 患者に一度交付した麻薬については、麻薬診療施設は回収する義務はありませ

ん。ただし、飲み残した麻薬を患者以外の家族等が麻薬と知らずに服用すること

を防ぐため、できる限り返却を求める、又は患者以外の者が服用しないよう十分

服薬指導をしてください。 

 

（２）譲渡し 

  患者への交付（法第24条、第27条） 

麻薬施用者が麻薬を施用し、又は麻薬を施用するため交付する場合を除いて、

麻薬診療施設の開設者は麻薬を譲り渡すことはできません。そのため、原則、麻

薬卸売業者に返品、及び交換することはできません。 

＊ 薬局、病院、診療所等間との貸借りは絶対にしてはいけません。譲受・譲渡違

反となります。（同一開設者が開設する麻薬診療施設についても同様です。） 

   また、麻薬施用者は自ら指示をして、診療施設の薬剤師又は患者の看護に当た

る看護師に麻薬及び麻薬処方箋を患者宅に届けさせることができます。その際に

は、次のア及びイに十分注意してください。 

＊ 麻薬施用者が患者等の意を受けた看護又は介護に当たる看護師、ホームヘルパ

ー、ボランティア等（以下「看護師等」という。）に麻薬を手渡した時点を患者

への麻薬の交付とみなします。 

 

ア 麻薬及び麻薬処方箋を患者宅に届けさせる場合 

   患者の病状等の事情により、患者が麻薬を受領することが困難と認める場合に
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は、患者又はその看護に当たる家族等の意を受けた看護師等に麻薬及び麻薬処方

箋を手渡すことができます。その際、不正流出等防止のため、看護師等が患者又

はその看護に当たる家族等の意を受けた者であることを書面、電話等で確認し、

診察時等には患者が指示どおり麻薬を施用していることを患者又は患者の家族等

を通じて随時確認してください。 

イ 麻薬注射剤を患者又は患者の家族等に交付する場合 

患者又は患者の看護に当たる家族等に麻薬注射剤を直接交付する際には、薬液

を取り出せない構造で麻薬施用者が指示した注入速度（麻薬施用者が指示した量

及び頻度の範囲内で患者が痛みの程度に応じた追加投与を選択できる「レスキュ

ー・ドーズ」として注入できる設定を含む。）を変更できないものにしてくださ

い。ただし、看護師が麻薬施用者の指示・監督のもと、患者宅で麻薬注射剤の施

用を補助する場合はこの限りでありません。 

 

（３）その他の譲受け・譲渡し 

  ア 麻薬診療施設でなくなった診療施設から譲り受ける又は当該麻薬診療施設を廃

止等した場合に廃止後５０日以内に譲り渡す場合（８頁ｂ参照） 

  イ 治験薬の譲渡、不良品の返品等特殊な場合 

法第24条第10項の規定に基づき、事前に東海北陸厚生局長の許可を受けてく

ださい。許可申請の詳細等については東海北陸厚生局麻薬取締部に直接問い合

わせてください。 

         厚生労働省東海北陸厚生局麻薬取締部 

電  話  ０５２－９５１－６９１１ 

ファクシミリ  ０５２－９５１－６８７６ 

また、治験薬である麻薬製剤の取扱いについては、『平成13年８月３日付け

医薬審発第1207号、医薬監麻発第953号厚生労働省医薬局審査管理課長、監視指

導・麻薬対策課長通知』を参照してください。 

 

２  管理及び保管（法第33条、第34条） 

 麻薬診療施設で麻薬を保管及び管理する際は、以下の事項に十分注意してください。 

 

（１）麻薬保管庫 

 麻薬は診療施設内に設けた「鍵をかけた堅固な設備」内で保管してください。

（居住部分は不可。） 

＊ 「鍵をかけた堅固な設備」とは、麻薬専用の固定した金庫又は盗難防止のた

め固定するなどして容易に移動できない金庫（重量金庫）で施錠設備がある

ものをいいます（手提げ金庫、スチール製のロッカー、事務机の引き出し等

は麻薬の保管庫とはなりません。）。なお、麻薬を冷蔵保存する場合は、冷蔵
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庫内に施錠設備のある麻薬専用保管庫を固定してください。 

＊ 院外処方箋のみを交付し、麻薬を保管する予定のない診療施設については、必

ずしも麻薬保管庫の設置を要しません。（この場合も、帳簿は備え付けなけれ

ばなりません。）ただし、麻薬診療施設内で麻薬を施用する必要が生じ、保管

することになった場合は堅固な保管庫を設置してください。 

 

（２）麻薬保管庫の設置場所 

   薬局、調剤室、薬品倉庫等のうち、盗難防止を考慮し、人目につかず、関係者以

外の出入がない場所を選ぶことが望まれます。（定数保管する場所も含む。） 

 

（３）麻薬の保管方法 

麻薬保管庫は麻薬専用としなければなりません。現金及び書類（麻薬帳簿等）等

を一緒に入れることはできません。（麻薬の出し入れを頻回に行う施設等にあって、

１日の間の麻薬の出し入れを管理するための書類（いわゆる棚表）を除く。）ただ

し、覚醒剤（覚醒剤原料は不可です。）は麻薬金庫に一緒に保管することができま

す。  

   また、出し入れのとき以外は必ず施錠し､鍵を麻薬保管庫につけたままにしない

でください。麻薬を頻回に出し入れする診療施設においては、小出し用の麻薬保管

庫を調剤室に設けて利用すると便利です。 

    

（４）麻薬の定数保管 

病棟や手術室、集中治療室等の緊急に麻薬を使用する場所においては、麻薬を

定数保管することができます。 

定数保管制を採用した場合は、次のア～エの事項に注意してください。 

  ア 定数保管する麻薬の数量は、盗難防止等を念頭におき、麻薬保管庫及び施設

の麻薬の使用状況に応じ決めてください。 

   イ 定数保管する麻薬は、麻薬保管庫に保管する必要があります。 

   ウ 麻薬を施用した場合は、診療施設で取り決めた時間内に麻薬を施用した麻薬

施用者が麻薬管理者に報告し、麻薬を施用した麻薬を定数に戻しておく必要

があります。 

   エ 定数保管制を採用しても麻薬が施用されるまでは麻薬管理者に管理責任があ

るので、病棟に補助者及び麻薬補助簿をおいて管理すると便利です。 

 

（５）その他 

 ア 仮払いにより夜間・休日等に麻薬を施用する場合 

   夜間、休日等で、麻薬管理者の不在により、麻薬の出し入れが困難な場合は、

あらかじめ当直医師（麻薬施用者）が麻薬の仮払いを受け、麻薬管理者又は補助

者が出勤した後に、施用票等（施用記録）とともに残余麻薬及び空アンプル等を
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麻薬管理者に返納してください。 

 イ 往診用として麻薬を所持する場合 

   麻薬施用者が往診用として麻薬を所持する場合は、その都度必要最小限の麻薬

を持ち出すこととし、施用しないで持ち帰った麻薬は、直ちに麻薬保管庫に戻し、

常時往診鞄に麻薬を入れたままにしないでください。 

 

３  麻薬帳簿（法第39条） 

（１）麻薬帳簿の設置及び保存 

麻薬管理者は、麻薬診療施設に麻薬帳簿を備え付けなければなりません。麻薬

帳簿は、麻薬の保管がない場合も備え付けてください。 

また、麻薬管理者は、帳簿を使い終わったときは、帳簿を速やかに麻薬診療施

設の開設者に引き渡さなければなりません。 

なお、麻薬診療施設の開設者は、閉鎖した麻薬帳簿を最終記載の日から２年間

保存してください。 

 

（２）記載事項 

   麻薬管理者は、麻薬の受払いについて、次の事項を帳簿に記載する必要があ

ります。 

 ア 当該麻薬診療施設の開設者が譲り受けた麻薬の品名、数量及びその年月日 

 イ 当該麻薬診療施設の開設者が廃棄した麻薬の品名、数量及びその年月日 

 ウ 当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬（施用のため交付したコデイン、

ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。）の品名、数

量及びその年月日 

 エ  当該麻薬診療施設で施用した麻薬（コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモ

ルヒネ及びこれらの塩類を除く。）の品名、数量及びその年月日 

 オ 麻薬事故届を提出した場合は、届け出た麻薬の品名、数量及び事故年月日

（届出年月日については備考欄に記載） 

 

（３）記載上の注意事項 

   麻薬帳簿を記入する際は、次のア及びイの事項に注意してください。 

ア 一般的注意事項 

（ア）品名、剤型、濃度別に口座を設けて記載してください。原末から○○％散

（水）等を予製した場合は、帳簿の別ページ等にそれぞれの口座を設けて記

載してください。 

（イ）帳簿の形式としては、金銭出納簿形式のものが便利です。なお、脱着式

（ルーズリーフ等）の帳簿を使用しても差し支えありません。（ページを付

してください。） 
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（ウ）ボールペン等文字が消えないものを使用してください。なお、記載内容の

訂正は、訂正すべき事項を二重線等により判読可能なように抹消し、そのわ

きに正しい文字等を書き、訂正した箇所に訂正者（麻薬管理者）の印を押し

てください。修正液や修正テープは使用しないでください。 

（エ）麻薬の受け払い等をコンピュータで管理する場合は、原則、定期的に出力

し、印刷物を１ヶ所に整理し、立入検査等の際に提示できるよう管理してく

ださい。 

（オ）定期的に、帳簿残高と在庫現品を照合し、在庫の確認をしてください。 

（カ）原則、譲受け又は譲渡しがあった都度、記載してください。 

（キ）麻薬注射剤の払い出しは薬局から出庫した日ではなく、施用の日をもって

帳簿からの払い出しをして記載してください。 

 

イ 個別事項 

  （ア）アンプル入り麻薬注射剤 

    受入れ、払出しの記録は、アンプル単位で記載してください。施用残が発生し

た場合は、麻薬管理者が他の職員の立会いの下で廃棄し、備考欄に廃棄数量を 

ｍＬ単位で記載するとともに、廃棄の立会者が記名押印又は署名してください。 

（イ）バイアル入り麻薬注射剤 

     複数の患者に施用する場合は、払出しの記録はｍＬ単位で記載してください。

分割施用により施用残が発生した場合は、麻薬管理者が他の職員の立会いの下で

廃棄し、備考欄に廃棄数量をｍＬ単位で記載するともに、廃棄の立会者が記名押

印又は署名してください。 

  （ウ）麻薬坐剤 

    受入れ、払出しの記録は、個（本）数単位で記載してください。分割施用によ

り施用残が発生した場合は、麻薬管理者が他の職員の立会いの下で廃棄し、備考

欄に廃棄数量をｍｇ単位で記載するともに、廃棄の立会者が記名押印又は署名し

てください。 

 （エ）コカイン水 

    塗布した場合は綿棒又は綿球の数、点眼した場合は滴数、噴霧した場合は回数

について、その集計数を１日分の施用量として記載してください。 

（オ）アヘンチンキ等 

   アヘンチンキ等の自然減量及びモルヒネ原末、○○％散（水）の秤量誤差に

ついては、麻薬管理者等が他の職員の立会いの下に確認のうえ、帳簿にその旨を

記載し、備考欄に立会い者が記名押印又は署名してください。 
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  （カ）リン酸コデイン、リン酸ジヒドロコデイン、塩酸エチルモルヒネの○○％散

（水） 

受入れ数量、年月日を記載するのみで、個々の払出しについて記載する必要は

ありません。 
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４ その他 

（１）携帯輸出（輸入）（法第13条、第17条） 

自己の疾病の治療のため麻薬を服用する必要のある患者が、外国に出かけたり

（出国）、又は外国で飲み残しなどした麻薬を携帯して帰国（入国）する場合に

は、厚生労働大臣に許可を受ければ、麻薬を携帯して出国・入国（輸出・輸入）

することができます。麻薬を服用中の患者から問い合わせがあった場合は、厚生

労働省東海北陸厚生局麻薬取締部へ直接問い合わせるように指導してください。 

         厚生労働省東海北陸厚生局麻薬取締部 

電  話  ０５２－９５１－６９１１ 

ファクシミリ  ０５２－９５１－６８７６ 

＊ 携帯輸出（輸入）は、「自己の疾病治療の目的で携帯して麻薬を輸出（輸

入）」する場合に限り厚生労働大臣が許可することとなっており、本人以外の

携帯や郵送等は認められていません。 

＊ 携帯輸出の許可は、日本を出国する際に有効なものです。一部の国は、日本

の「携帯輸出許可書」での携帯が可能ですが、事前に相手国の大使館や領事館

に照会してください。 
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Ⅲ 麻薬施用者の業務 
ここでは、麻薬を患者に処方する際の一般的注意事項と、診療録及び麻薬処方箋

の記載上の注意事項について説明します。 

 

１ 麻薬を処方する際の注意事項（法第27条、第30条、第33条） 

 麻薬を患者に施用、施用のために交付又は麻薬処方箋を交付（以下「施用・交付」

という。）することは、麻薬施用者でなければできません。なお、施用・交付する際

には次の事項に注意してください。 

（１）全般的注意事項 

  ア 疾病の治療以外の目的で麻薬を施用・交付することはできません。ただし、次

の場合は、例外的に疾病の治療と認められています。 

  ・人工妊娠中絶手術を行う場合 

  ・産児制限の目的で、避妊用リングを挿入する場合 

  ・美容上の目的で、隆鼻、二重まぶたの整形等の手術を行う場合 

  ・十二指腸ゾンデを挿入する際、咽喉にコカイン液を塗布する場合 

イ 麻薬中毒の症状を緩和するため、又はその中毒の治療の目的で、麻薬を施用・

交付することはできません。 

ウ その診療施設で麻薬管理者が管理する麻薬以外の麻薬を施用し、又は施用のた

め交付することはできません。 

エ 政府発行の証紙で封が施されているままで、患者に麻薬を施用のため交付する

ことはできません。 

 

（２）麻薬注射剤についての注意事項 

麻薬注射剤を施用のため、アンプル又はバイアルのまま、患者に交付しないで

ください。（看護師が麻薬施用者の指示・監督の下、患者宅で麻薬注射剤の施用

を補助する場合を除いては、当該麻薬のアンプル等をそのまま交付することは認

められていません。）なお、在宅患者に交付するにあたって、麻薬注射剤を直接

に患者又は患者の看護に当たる家族等に交付する場合、及び、分割施用する場合

には次のア及びイの事項に注意してください。 

 

ア 麻薬注射剤を在宅患者に施用のため交付する場合 

直接に患者又は患者の看護に当たる家族等に交付するときは、薬液を取り出

せない構造で麻薬施用者が指示した注入速度（麻薬施用者が指示した量及び頻

度の範囲内で患者が痛みの程度に応じた追加投与を選択できる「レスキュー・

ドーズ」として注入できる設定を含む。）を変更できないものにしてください。 

    ただし、看護師が麻薬施用者の指示・監督の下、患者宅で麻薬注射剤の施用

を補助する場合はこの限りでありません。 

 

－ 25 －



イ 麻薬注射剤を分割して２人以上の患者へ施用する場合 

  （ア）アンプル製剤 

   麻薬注射剤を分割して２人以上の患者に施用することは、保管・管理面、衛

生面に問題がある場合は避けてください。 

また、同一患者に麻薬注射剤を施用する際、手術等で数回に分け連続して施

用する場合であっても保管・管理面、衛生面に問題がある場合は避けてくださ

い。 

  （イ）バイアル製剤 

      バイアル入り麻薬注射剤については、アンプル入りのものとは異なり、麻薬

の保管・管理面、衛生面に問題がなければ、複数の患者に施用しても差し支え

ありません。その際には、実際に施用した数量をｍＬ単位で患者ごとに診療録

及び麻薬帳簿に記載してください。 

 

（３）フェンタニル経皮吸収型製剤を慢性疼痛患者へ処方・施用する場合 

   フェンタニル経皮吸収型製剤の慢性疼痛患者への処方・施用にあたっては、

次の手順によってください。 

  ① 医師は製造販売業者の提供する講習を受講してください。（製造販売業者

は講習を終了した医師に対し当該医師専用の確認書を発行） 

  ② 医師及び患者は処方時に確認書に署名してください。 

  ③ 確認書の一方を医療機関が保管し、もう一方を患者に交付してください。 

  ④ 薬剤師は患者から麻薬処方箋と共に確認書の提示を受け調剤してください。

なお、確認書が確認できない場合には、処方医が講習を終了した医師である

ことを確認した上で調剤してください。 

 

（４）メサドン塩酸塩製剤の使用にあたっての留意事項 

 本剤の効能効果は「他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な疾患（中等度から高度

の疼痛を伴う各種癌）における鎮痛」であり、がん性疼痛の治療に精通した医師に

よってのみ処方・使用されるとともに、リスク等についても十分に管理・説明でき

る医師・医療機関のもとでのみ用いられる必要があります。このため以下の事項に

ついて注意してください。 

① 本剤の処方・使用にあたっては、医師は製造販売業者の提供する講習を受講し

てください。なお、この講習の受講を希望する場合は、本剤の製造販売業者へ

問い合わせてください。 

② 薬剤師は、処方医が講習を終了した医師であることを確認した上で調剤してく

ださい。 

③ 本剤はQT 延長や心室頻拍（Torsades de pointes を含む）、呼吸抑制等があらわ

れ、死亡に至る例が報告されています。重篤な副作用により、致命的な経過を

たどることがあるので、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合に
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のみ投与してください。（添付文書の「禁忌」、「慎重投与」、「重要な基本

的注意」、「重大な副作用」の項を参照してください） 

 

（５）入院患者等から返納された麻薬を再使用する場合 

 当該麻薬診療施設内で施用のため入院中の患者に交付した麻薬が、処方変更、

患者の死亡等のため返納された場合は、次のア～ウの事項に注意してください。 

ア 返納された麻薬を再使用する場合は、当該麻薬が麻薬診療施設側で管理され

ていたもので、品質上問題のないものに限られます。 

   イ 帳簿に必要事項を記載してください。 

   ウ 再使用しない場合、廃棄後３０日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を提出してく

ださい。 

 

（６）入院患者が麻薬を自己管理する場合 

入院患者に麻薬を交付した際、患者自身が服薬管理できる状況であれば、患者

に必要最小限の麻薬を保管させることは差し支えありません。（この場合、麻薬

を保管するための麻薬保管庫等の設備は必要ありません。）ただし、病状等から

みて患者が服薬管理できないと認めるときは、麻薬管理者は、交付した麻薬を病

棟看護師詰所等で保管、管理するよう指示してください。 

なお、麻薬管理者は、紛失等の防止を図るため、患者に対して、保管方法を助

言するなど注意喚起に努め、服用状況等を随時聴取し、施用記録等に記載するよ

うにしてください。 

  

＊ 自己管理していた麻薬を紛失等した場合 

   入院患者が交付された麻薬を不注意で紛失等した場合には、麻薬管理者は麻薬

事故届を提出する必要はありません。ただし、紛失等した状況を患者から聴取し

て原因を把握したうえで、盗難や詐取等の蓋然性が高い時は、管轄保健所にその

状況を報告するとともに、警察にも連絡してください。 

 

（７）転院等で患者が持参した麻薬の取扱い 

ア 継続施用する場合 

 外来患者の入院又は他の麻薬診療施設からの転院等により、当該麻薬診療施設

に入院することとなった患者が持参した麻薬を継続施用するときは、次の（ア）

～（ウ）に注意してください。  

（ア）麻薬管理者は、患者の病状等により病棟看護師詰所等で保管するか、又は

患者に保管させるか等、当該麻薬の管理方法を適宜判断してください。なお、

患者に自己管理させる場合は患者自身が自己管理できる必要最小限の量とし

てください。 

（イ）他の患者に施用しないでください。 
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（ウ）帳簿に必要な事項を記入してください。 

帳簿には、持参した患者の氏名と受け入れた麻薬の品名及び数量を（  ）

書きで記載し、残高には加えないでください。 

イ 継続施用せず廃棄する場合 

・ 帳簿に必要な事項を記入してください。また、残高には加えず、元帳簿の備考

欄もしくは補助簿（廃棄簿）に患者の氏名、麻薬廃棄年月日及び調剤済麻薬廃

棄届提出年月日を記載し、立会者が署名又は記名押印してください。 

・ 廃棄後３０日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を届け出てください。 

 

（８）その他 

・ 麻薬坐剤は、基本的には経口剤の取扱いに準じますが、入院患者等に対して分

割して施用することは差し支えありません。その場合の施用残については、

「施用に伴う消耗」として立会者の下で廃棄してください。麻薬廃棄届、調剤

済麻薬廃棄届の提出は必要ありません。 

・ 麻薬を調剤する場合、調剤の予備行為として、麻薬の10％散(水)、１％散(水)、

坐剤等を調製することは可能です。この場合、麻薬帳簿への記載が必要となり

ます。 

 

２ 診療録（カルテ）（法第４１条） 

麻薬施用者が麻薬を施用し、又は施用のため交付したときは、医師法等に規定す

る診療録（カルテ）に下記事項を注意事項に従って記載しなければなりません。 

なお、診療録（カルテ）は、医師法第24条第２項等により５年間保存しなければ

なりません。 

 

（１）記載事項 

麻薬施用者は、診療録（カルテ）に、次のア～エの事項を記載してください。 

ア 患者の氏名、性別、年齢、住所 

イ 病名及び主症状 

ウ 麻薬の品名及び数量 

エ 施用又は交付の年月日 

 

（２）記載上の注意事項 

診療録（カルテ）を記入する際は、次のア及びイの事項に十分注意してください。 

ア 一般的注意事項 

（ア）麻薬を継続施用又は施用のため交付の記載 

２回目以降についても、「ｄｏ」、「前同」、「〃」、約束処方番号、保険点数

等のみを記載するのではなく、その都度麻薬の品名、数量を記載してくださ

い。 
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（イ）麻薬の品名の記載 

局方名、一般名、商品名又は簡略名(リンコデ、塩モヒ程度の略名であれば

可)のいずれでもよく、英文による記載でも差し支えありませんが、同名の麻

薬がある場合は規格（塩モヒ注 200mg等）を記載してください。 

（ウ）医師処方欄及び処置欄への記載 

麻薬の品名及び数量を記載し、その下に朱線を引くか、「○麻」を朱書き又は

押印することが望まれますが、場合によっては省略してもかまいません。 

なお処置欄への記載については、施用した麻薬の品名及び数量を記録した

書面を添付しても差し支えありません。 

  

  イ 個別事項 

（ア）麻薬注射剤 

数量の記載については、Ａ(アンプル)又はＶ（バイアル）の単位の記載で

はなく、実際に施用した数量をｍＬ単位で記載してください。 

（イ）コカイン水のような処置用麻薬 

綿棒の数、スプレー数等を記載してください。 

（ウ）モルヒネ坐剤 

何ｍｇの坐剤を何個施用したのかが分かるように記載してください。 

（エ）モルヒネ水溶液などの水剤の連続施用 

何回分の処方の何回を施用したのかをわかるようにすると便利です。 

（例：15 回分の３回目の施用であれば、麻薬の品名、数量とともに３/15 と

記載します。） 

 

 

３ 麻薬処方箋（法第２７条） 

（１）記載事項 

麻薬施用者は、麻薬処方箋を交付する場合は、その処方箋に次のア～キの事項

を記載し、記名押印又は署名する必要があります。 

ア 患者の氏名、年齢（又は生年月日） 

イ 患者の住所 

ウ 麻薬の品名、分量、用法、用量（投薬日数を含む） 

エ 処方箋の使用期間（有効期間） 

オ 処方箋の発行年月日 

カ 麻薬施用者の記名押印又は署名、麻薬施用者免許番号 

キ 麻薬診療施設の名称、所在地 

 

＊ 院内処方箋については、上記イ、エ、キの事項を省略することができます。 

＊ イ 患者の住所、及びカ 麻薬施用者免許番号については、一般の処方箋には
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ない項目ですので、麻薬処方箋を記載する際には記載漏れがないよう注意して

ください。 

 

（２）記載上の注意事項 

ア 麻薬処方箋に約束処方を記載する場合には、次の事項を守る必要があります。 

・ 麻薬施用者と麻薬管理者及び薬剤師との間であらかじめ誤解のないよう設

定されたものであること。 

・ 院内処方箋の記載にのみ用いること。 

・ 約束処方の名称に麻薬の品名及び数量を併記すること。 

例： 

Ｒｐ． コデインリン酸塩             0.06g 

    アスベリン散          1.2g 

    メチルエフェドリン塩酸塩散   1.2g   分３毎食後/○日分 

の処方を 

Ｒｐ． 

    鎮咳1号(コデインリン酸塩60㎎)       分３毎食後/○日分 

 

と記載してもかまいません。ただし、例えば、「鎮咳1号」あるいは「H-1」

のみの名称記載は不適当です。 

 イ 麻薬の処方日数は、基本的には患者の病態、通院の便等を考慮して医師が

決める事項です。 

なお、麻薬を施用し始めてから最初の２～３週間や患者の原疾患の悪化が

進行する時期においては処方量が一定しないことから、短期間の処方日数と

することが望まれます。 

  ウ 麻薬処方箋には、必ずしも「麻薬」と表記する必要はありませんが、管理

の面から、他の処方箋と区別するため、麻薬処方箋の上部に「○麻」と朱書き

するか、麻薬の品名の下に朱線を引くと便利です。ただし、患者に不安を抱

かせる場合等にはこの限りではありません。 

  エ 麻薬注射剤及び麻薬坐剤の場合には、麻薬管理者が施用量や残余量を確認

して麻薬帳簿に記載する必要があるため、院内麻薬処方箋（例１）を使って

の麻薬管理者への請求には、施用量を確認することのできる複写式の施用票

（例２）を用いると便利です。 

 

（３）調剤済み麻薬処方箋の保管 

院外処方箋の場合（麻薬小売業者が保管）は３年間、院内処方箋の場合（麻薬管

理者が保管）は２年間の保管が義務づけられています。 
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＜麻薬処方箋及び麻薬施用票の例＞ 

 

[例１：院内麻薬注射箋] 

 様式（1） 

院 内 麻 薬 注射箋 No. 

入 院 
病棟名 

科 
発行年月日     年  月  日 

外 来 科 

患 者 氏 名 様 年齢 歳 

カルテ番号  

麻  薬  名 数  量 

 

 Ａ 

麻薬施用者 

免 許 番 号 
 

麻 薬 施 用 者 

氏 名 ・ 印 
印 

受 領 者  
薬 局 

交 付 者 
 

麻 薬 

管 理 者 
 

※ 太枠部分が複写式 

－ 31 －



 

[例２：麻薬施用票] 

 様式（2） 

麻 薬 施 用 票 No. 

入 院 
病棟名 

科 
施用年月日      年  月  日 

外 来 科 

患 者 氏 名 様 年齢 歳 

カルテ番号  

麻  薬  名 数  量 施用数量 未使用アンプル 

 

Ａ ｍＬ 

Ａ 

施 用 残 量 

ｍＬ 

麻薬施用者 

免 許 番 号 
 

麻 薬 施 用 者 

氏 名 
 

返品・残液

受 領 者 
 

返品・残液

返 納 者 
 

麻 薬 

管 理 者 
 

※ 太枠部分が複写式 
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Ⅳ 業務に関する諸届 

麻薬管理者又は麻薬診療施設の開設者が届け出る必要があるものには、麻薬廃棄

届、麻薬事故届、年間報告等があります。ここでは、これら各届を行う際に注意す

べき事項等について説明します。 

 
１ 麻薬の廃棄 

麻薬を廃棄する場合は、次の（１）～（３）の３通りの方法があります。なお、

個別事例に対応した廃棄手続については「麻薬診療施設における麻薬廃棄届出に関

する手引き」（p69）の別添（図１）～（図６）を参照してください。 

 

（１）陳旧麻薬等の廃棄（法第29条） 

次の麻薬を廃棄する場合には、あらかじめ「麻薬廃棄届（別記第１１号様

式）」を届け出た後でなければ廃棄することはできません、廃棄は、管轄保健所

職員の指示に従ってください。 

 【対象となる麻薬】 

・ 陳旧麻薬、業務廃止等により不要となった麻薬 

・ 調剤中に汚染、誤調剤等の事故があった麻薬 

・ 調剤中に発生した１単位未満の残りの麻薬 

＊ １単位とは、１錠、１カプセル、１個（坐剤）、１包（顆粒剤）等の１回

で使い切るために個別に包装された製剤１個分のこと。 

・ 調剤前に破損等の事故があり、回収された麻薬（アンプル入り麻薬注射剤を

除く。） 

＊ 回収不可能分については、「麻薬事故届」により届け出てください。 

＊ アンプル入り麻薬注射剤については、回収された麻薬及び回収不可能分と

もに「麻薬事故届」により届け出てください。（事故及び経過を詳細に記入

することで、あらためて「麻薬廃棄届」又は「調剤済麻薬廃棄届」を提出す

る必要はありません。）これは、アンプル注射剤の破損等による流失事故で

一部でも回収できた麻薬は、医療上再利用できず、本来回収できた麻薬とは

認められないためです。 

 

 「麻薬廃棄届」により麻薬を廃棄する場合は、次のとおり行ってください。 

 廃 棄 方 法           ：事前に麻薬廃棄届を提出し、管轄保健所職員の立会いの下、原則調

剤室で適切な方法で廃棄してください。 

 届 出 期 限：あらかじめ 

 提 出 先：管轄保健所 

 提 出 者           ：麻薬診療施設の開設者 

      （法人の場合、届出者の氏名欄は、法人の名称、施設の名称、施設長

の職名・氏名、職長印を押すことでも差し支えありません。） 
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提出書類等： 

提出書類 注意事項等 部数 様式/記載例 

麻薬廃棄届 

（別記第11号様式） 
・ 廃棄する前に提出 

【廃棄方法】 

・ 後日、保健所職員の立会いの

下、原則、当該麻薬診療施設

内で廃棄 

１部 
様  式：p53 

記載例：p54 

＊ 麻薬廃棄届を提出した場合には、麻薬帳簿にその旨を記載し、麻薬廃棄届の写

しを保管しておいてください。 

 

（２）調剤された麻薬の廃棄（法第29条、第35条第２項） 

調剤された麻薬は、麻薬管理者が、麻薬診療施設の他の職員の立会いの下で廃

棄してください。（具体的な廃棄方法は「廃棄方法参考例：p37」を参照してく

ださい。）また、廃棄後３０日以内に「調剤済麻薬廃棄届（別記第１９号様

式）」を管轄保健所へ届け出てください。なお、「麻薬帳簿」への記録も必要で

す。 

 【対象となる麻薬】 

・ 外来患者に交付したが、不要になったため患者等から譲り受けた麻薬 

・ 入院患者に交付したが、飲み残しや施用中止になったため患者から譲り受

けた麻薬 

＊ 院外麻薬処方箋のみ交付し、麻薬を所有しない麻薬診療施設で麻薬保管

庫を設置していない場合は、直ちに廃棄してください。 

   ・ 再入院の際に患者が持参したが、施用しなかった麻薬 

   ・ アンプルカットしたが、死亡等で施用しなかった麻薬 

＊ アンプルカット後であっても、汚染、誤調剤、誤調製が生じた場合は、

調剤した麻薬には該当しません。（「麻薬廃棄届」が必要。） 

   ・ ライナーから剥がすのに失敗した貼付剤の麻薬 

 ・ 調剤後に破損等の事故があり回収された麻薬（アンプル入り麻薬注射剤を

除く。） 

＊ 回収不可能分については、「麻薬事故届」により届け出てください。 

＊ アンプル入り麻薬注射剤については、回収された麻薬及び回収不可能分

ともに「麻薬事故届」により届け出てください。（事故及び経過を詳細に

記入することで、あらためて「麻薬廃棄届」又は「調剤済麻薬廃棄届」を

提出する必要はありません。）これは、アンプル注射剤の破損等による流

失事故で一部でも回収できた麻薬は、医療上再利用できず、本来回収でき

た麻薬とは認められないためです。 
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「調剤済麻薬廃棄届」により麻薬を廃棄する場合は、次のとおり行ってください。 

 廃 棄 方 法           ：麻薬管理者が、麻薬診療施設の他の職員の立会いの下で廃棄 

 届 出 期 限：廃棄後３０日以内  

（３０日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて一つの届出書

で提出しても構いません。ただし、院外処方箋のみを交付する麻薬

を所有しない麻薬診療施設で、麻薬保管庫を設置していない場合は、

直ちに廃棄してください。） 

提 出 先：管轄保健所 

 提 出 者           ：麻薬診療施設の開設者 

       （法人の場合、届出者の氏名欄は、法人の名称、施設の名称、施設長

の職名・氏名、職長印を押すことでも差し支えありません。） 

 提 出 書 類： 

提出書類 注意事項等 部数 
様式/ 

記載例 

調剤済麻薬廃棄届 

（別記第19号様式） 

・ 廃棄した後に提出（廃棄後３０日

以内） 

【廃棄方法】 

・ 麻薬管理者（麻薬管理者がいない

麻薬診療施設においては麻薬施用

者）が他の従事者の立会いの下、

原則、当該麻薬診療施設内で廃棄 

１部 
様  式:p59 

記載例:p60 

 ＊ 調剤済麻薬廃棄届を提出した場合には、麻薬帳簿にその旨を記載し、調剤済麻薬

廃棄届の写しを保管しておいてください。 

 

＜破損等の事故があった場合の届出方法＞ 

 払出し前（調剤前） 払出し後（調剤後） 

回収分 未回収分 回収分 未回収分 

アンプル入り

麻薬注射剤 
麻薬事故届 麻薬事故届 

上記以外の 

麻薬 
麻薬廃棄届 麻薬事故届 

調剤済麻薬 

廃棄届 
麻薬事故届 

 

（３）麻薬注射剤の施用残液等の廃棄 

麻薬管理者が、麻薬診療施設の他の職員の立会いの下で廃棄してください。 

なお、この場合、廃棄届の届出は必要ありません。 

 【対象となる麻薬】 

  ・ 麻薬注射剤の施用残液（分割施用されたバイアル製剤の施用残を含む） 
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   ＊施用残液のあるアンプル及び空アンプルは麻薬管理者に返納してください。 

  ・ ＩＶＨ（中心静脈への点滴注射）に麻薬注射剤を注入して用いたものの残液 

  ・ 分割施用された麻薬坐剤の施用残 

  ・ 貼付剤１枚のうち、一部を施用した後の残り分 

 

＜参考：経皮吸収型製剤の取扱いについて＞ 

１ 廃棄手続き 

（１）院内施用の場合 

○ 施用済みのもの（例：貼付が終わったもの、施用途中で剥離したもの、途中で

施用を中止したもの、貼付直後、上手く貼付できず剥がれたもの、等） 

麻薬管理簿等へ回収の記録を残す必要はありませんが、麻薬管理者が全て回収

し適切に廃棄して下さい。 

○ 払出し後、全量施用しなかった、又は一部施用し残りが生じた場合※で再利用し

ないもの、及び貼付できなかったもの（例：外袋を開封後、貼付しなかったもの、

ライナーから剥がすのに失敗したもの、等）「調剤済麻薬廃棄届」を提出してく

ださい。 

※ 一部施用し残りが生じた場合とは、例えば３枚処方し、２枚は使用したが、処

方変更等により、１枚は使用されずに残りが生じた場合などが該当します。 

なお、この製剤は１枚をそのまま貼付して使用する製剤であり、切断して使うこ

とはないので、「一枚の一部を施用した残り分」は発生しません。 

（２）院外施用の場合 

施用せずに残った製剤は、病院・薬局へ返却するよう患者等に指導して下さい。

患者等から返却された場合は、院内施用の場合に準じて廃棄にご協力下さい。 

 

２ 廃棄方法 

（１）施用済製剤 

粘着面を二つ折りにして張り合わせた後、通常の医薬品と同様に廃棄してくださ

い。（麻薬廃棄届、調剤済麻薬廃棄届等は不要） 

（２）未使用製剤 

焼却可能であれば焼却処分してください。焼却できない場合には、ライナー層を

剥がし、粘着面を内側に二つ折りにして貼り合わせた後、ハサミなどで細断し、通

常の医薬品と同様に廃棄してください。なお、シュレッダーを使用した廃棄は行わ

ないでください。 

 

３ 施用済製剤の盗取に対する対応について 

 当該貼付剤については、海外において使用済製剤が大量に盗取され違法に麻薬成分

が抽出された事例等があるので、取扱いには十分に注意してください。 

－ 36 －



廃棄方法参考例 

品名、剤型 廃棄方法参考例 

各種注射剤 【アンプル剤】 

 アンプルをカットし注射剤を下水に放流する。 

【凍結乾燥品】 

 溶解後シリンジにとり注射液を下水に放流する。 

デュロテップＭＴパッチ  ゴム手袋を着用し、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ

折りにした後、ハサミなどを用いて裁断し、通常の医薬品と

同様に廃棄する。 

アンペック坐剤  アンペック坐剤1個に対し、温水100mＬと家庭用液体台所洗

剤1mＬを加え、撹拌して溶かした後、放流する。 

カディアンスティック 下記（１）又は（２）の処理後、下水に放流する。 

（１）エタノールがある場合 

 ①ペレット重量に対して5倍量のエタノール（95％）に、ペ

レットを添加し、5～10分間撹拌する。 

 ②撹拌後の白濁した液に50～60℃の温水をエタノール量の3倍

量加え、残存したペレットが溶解するまで撹拌する。 

＊ 消毒用エタノールを用いる場合は、95％の1.5倍量必要。 

（２）エタノールがない場合 

  50～60℃の温水でペレットを湿らせて乳鉢で粉砕し、最終

的に製剤（顆粒）1ｇあたり10mＬの温水を加えて乳鉢で3～5

分かき混ぜることにより、ペレットが崩壊し、硫酸モルヒネ

が溶解する。不溶性の皮膜は18号（目開き：850μm）で除去

できる。 

＊ 乳鉢による顆粒のはじき飛ばしに注意すること 

カディアンカプセル カプセルをはずし、内容物を取り出し、カディアンスティッ

クと同様の処理を行う。 

 なお、カプセルは通常の医薬品と同様に廃棄する。 

タペンタ錠 錠剤を焼却するか、粘着力の強いガムテープ等で錠剤

を包み、錠剤が見えない状態にして、通常の医薬品同様

に廃棄する。 

他の錠剤、散剤等 （粉砕後）水に溶かして下水に放流する。 

！注意 

 麻薬廃棄届の提出が必要な場合は、必ず保健所職員の立会いのもとで、その指示に従って廃

棄してください。 
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２ 麻薬の事故 

（１）麻薬事故届（法第35条第１項） 

麻薬管理者等が管理している麻薬に、滅失、盗取、所在不明、その他の事故が

あった場合は、すみやかにその麻薬の品名、数量、その他事故の状況を明らかに

するため必要な事項を記載した「麻薬事故届（別記第18号様式）」を管轄保健所

を経由し、三重県知事あてに届け出てください。 

なお、事故届を提出した場合には麻薬帳簿の備考欄にその旨記載し、麻薬事故

届の写しを保管してください。 

また、麻薬を盗取された場合は、すみやかに警察へも届け出てください。 

「麻薬事故届」による事故の報告は、次のとおり行ってください。 

届 出 期 限          ：事故発生後すみやかに 

提 出 先          ：管轄保健所 

提 出 者：麻薬管理者 

提 出 書 類          ： 

提出書類 部数 様式/記載例 

麻薬事故届 （別記第18号様式） ２部 
様 式:p55 

記載例:p56～58 

 

（２）破損等の事故で回収できた麻薬の取扱いについて 

ア アンプル入り注射剤以外の麻薬（「１ 麻薬の廃棄」（p33）参照） 

○払出し（調剤）前の事故の場合 

   回収分について、「麻薬廃棄届」をあわせて届け出てください。届出後、保

健所職員の立会いの下、原則、当該麻薬診療施設内で廃棄することになります。 

○払出し（調剤）後の事故の場合 

   回収分については、麻薬管理者が他の従事者の立会いの下、原則、当該麻薬

診療施設内で廃棄し、廃棄後３０日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を届け出てく

ださい。 

 

イ アンプル入り麻薬注射剤の場合 

アンプル入り麻薬注射剤に限り、過誤によって破損したことにより流失した

場合、たとえ一部を回収したとしても当該麻薬注射剤全体に対する事故とみな

し、麻薬事故届のみ提出することとして差し支えありません。その際、麻薬事

故届の「事故発生の状況」欄に、回収のうえ廃棄した麻薬の量、及び廃棄の方

法を括弧書きで記載してください。（あらためて「麻薬廃棄届」又は「調剤済

麻薬廃棄届」を提出する必要はありません。）また、回収麻薬を廃棄する場合

は、麻薬管理者が他の従事者の立会いの下で廃棄してください。 

＊ 回収麻薬を廃棄する際、廃棄届の届出を要さない場合はアンプル入り麻薬注射

剤に限られます。バイアル入り麻薬注射剤については上記アに従ってください。 
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（３）記載上の注意事項 

   「麻薬事故届」を記入する際は、次のア～オの事項に十分注意してください。 

ア 「免許証の番号及び年月日」欄には、麻薬管理者の免許番号及び年月日を記載

してください。 

  イ 「免許の種類」欄には、麻薬管理者と記載してください。  

  ウ 「事故が生じた麻薬品名」欄には、品名、含有量（又は容量）及び製品番号を

記載し、同じ品名であっても含有量が異なれば別品目として記載してください。

また、予製剤の％散等については原末に換算することなく処方内容を明記し、

それぞれ別品目として記載してください。 

  エ 「事故発生の状況」欄については、 

  （ア）事故発生年月日、時刻 

  （イ）事故発生場所 

  （ウ）事故の種類 

      滅失（破損・蒸発・流失・焼失）・盗取・所在不明・その他の事故の別を記

載してください。なお、滅失については、「滅失」の文字の後ろに（  ）

書きで、「破損・蒸発・流失・消失」の別を合わせて記載してください。ま

た、盗取は盗難、所在不明は紛失、亡失等を示します。 

  （エ）麻薬の使用状況及び保管状況 

  （オ）事故の経緯及び原因 

  （カ）今後の対策 

等をできるだけ詳細に記載してください。 

＊ 「事故発生の状況」欄に記載できない場合は、「別紙のとおり」と記載し、

別紙を添付してください。 

  オ 「住所・氏名」欄には、麻薬管理者の住所・氏名により届け出てください。 

  

（４）入院患者が交付された麻薬を紛失等した場合 

   入院患者が交付された麻薬を患者の不注意で紛失等した場合（病院の管

理から完全に離れている場合）には、麻薬管理者は麻薬事故届を提出する

必要はありませんが、紛失等した状況を患者から聴取して原因を把握した

うえで、盗難や詐取等された蓋然性が高い時は、管轄の保健所にその状況

を報告するとともに、警察にも連絡してください。 

 

 

３ 年間報告（法第４８条） 

（１）麻薬譲受譲渡届 

麻薬管理者は、毎年11月30日までに、次のア～エの事項を記載し、下記のと

おり届け出てください。 

ア 前年の10月１日現在に所有していた麻薬の品名・数量 
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イ 前年の10月１日からその年の９月30日までの間に譲り受けた麻薬の品名・

数量 

ウ 前年の10月１日からその年の９月30日までの間に施用又は施用のために交

付した麻薬の品名・数量 

エ その年の９月３０日現在に所有する麻薬の品名・数量 

届 出 期 限          ：毎年11月30日まで 

提 出 先：管轄保健所 

提 出 書 類： 

提出書類 部数 様式/記載例 

麻薬譲受譲渡届（細則第４号様式） １部 
様 式:p63 

記載例:p64～65 

※ 必ず在庫現品、帳簿、譲渡証を確認し、誤りがないようにしてください。 

 

（２）留意事項 

ア 年間報告の記載は、同じ品名のものでも剤型や含有量が異なれば、別品目と

して記載してください。 

イ 年間報告の記載は自家予製剤の％散、液は原末に換算することなく、それぞ

れ別品目として記載してください。 

ウ 譲受け欄には、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬の数量を記載し、入院患者

から譲り受け再利用する場合の麻薬の数量については( )書きで別掲として

ください。 

エ 麻薬廃棄届により廃棄した数量及び事故のあった数量を備考欄に記載してく

ださい。調剤済麻薬廃棄届により廃棄した数量は記載する必要はありません。 

オ 麻薬診療施設において所有する麻薬で、１年間使用しなかった麻薬について

も報告してください。また、１年間麻薬を所有又は使用しなかった診療施設

についてもその旨を報告してください。 

カ 麻薬譲受譲渡届（年間届）に誤りを発見した場合は、訂正する必要があるの

で「麻薬譲受譲渡届訂正願(p66)」により届け出てください。 

 
 
 
Ⅴ 麻薬中毒者の診断及び転帰届 
１ 麻薬中毒者の診断及び転帰 

（１）麻薬中毒者診断届及び転帰届（法第58条の２） 

  医師は、診察の結果その患者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやか

に、「麻薬中毒者診断届（細則第６号様式）」により、その氏名、住所、年令、

性別及び中毒症状の概要、診断年月日、医師の住所（病院等の名称及び所在地）

及び氏名等についてその患者の居住地を管轄する保健所を経由して三重県知事
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（居住地が三重県内である場合）に届け出てください。長期入院患者の住所と入

院先の病院等の所在地の都道府県を異にする場合は、長期入院先の都道府県知事

に「麻薬中毒者診断届」により届け出てください。 

  また、麻薬中毒者診断届に係る患者が死亡、転院等したときは、すみやかにそ

の患者の氏名、麻薬中毒者診断届の年月日、転帰等の事由、転帰等の年月日を、

「麻薬中毒者転帰届（細則第７号様式）」により、診断届を提出した保健所を経

由して三重県知事（居住地が三重県内である場合）に届け出てください。 

 

（２）麻薬中毒の概念等 

ア 麻薬中毒 

   麻薬中毒とは、麻薬(ヘロイン、モルヒネ、コカイン、大麻等)又はあへん

の慢性中毒をいいます(法第２条第24号)。 

   また、麻薬中毒状態とは、麻薬に対する精神的、身体的欲求を生じ、これ

らを自ら抑制することが困難な状態、即ち麻薬に対する精神的、身体的依存

の状態をいい、必ずしも自覚的又は他覚的な禁断症状が認められることを要

するものではありません。 

 

イ 診断上の注意 

  麻薬を常用して通常２週間を超えるときは、麻薬に対する精神的、身体的

な依存を呈しうるものですが、これはヘロイン等の不正施用で中毒となると

きの一応の目安であり、医療用麻薬を適正に施用した際にはこのような目安

は参考になりません。緩和医療等の目的で、医療用麻薬を適正に施用してい

る場合には中毒にならないと学会等で報告されています。したがって、患者

が麻薬中毒であるか否かの診断は、単に施用期間の長短によって診断するこ

とのないよう留意してください。 

 
 
 
Ⅵ 立入検査（法第50条の38） 

１ 立入検査 

（１）立入検査の目的 

立入検査は、麻薬の適正な保管、管理等が行われるように実施しているもので

す。犯罪捜査のために行うものではありません。 

（２）立入検査の際の注意事項 

立入検査を行う職員は、身分証を携帯していますので、必ず提示を求め確認し

てください。 
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麻薬事故届 
 

免許証の番号 第２５－○○○号 免許年月日  令和７年１月１日 

免許の種類   麻薬管理者 

麻 薬 

業務所 

所在地   津市広明町１３ 

名 称   □□□病院 

事故が生じた麻薬 

品   名 数   量 

フェンタニル注射液(0.1mg) 

（製品番号 ○○○○○） 

１Ａ 

(1.3mL流失) 

(0.7mL回収→廃棄) 

事故発生の状況 

（事故発生の年月日、

場所、事故の種類） 

１） 事故発生年月日：令和７年１０月２日、午後３時頃 

２） 事故発生場所：当該麻薬業務所内 

３） 事故の種類：滅失（流失） 

４） 麻薬の使用状況及び保管状況 

   手術時の麻酔に使用 

５） 事故の経緯及び原因 

手術用薬品準備のためにアンプルカットを行う際、看護師が誤

って床に落下させ破損した。内容物は1.3mL流失し、一部(0.7mL)

回収し廃棄した。※全量回収不能の場合、その旨記載してくださ

い。 

６） 今後の対策 

   残数確認は作業台の上で慎重に行い、落下・破損のないように

十分に注意を払います。 

 ※一部回収した注射液を次のとおり廃棄した。 

廃棄数量：0.7mL 

廃棄方法：下水への放流 

廃棄年月日：令和7年10月2日 

 上記のとおり、事故が発生したので届け出ます。 

 

   令和７年１０月３日 

 

                住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 

                  三重県津市□□町５１（※麻薬施用者（管理者）の住所） 

 

                氏名（法人にあっては、名称） 

                □□□病院 

                 麻薬管理者 △△ ○○   

 

   三重県知事 宛て 

アンプル製品で破損し、

内容物が一部回収できた

場合 

麻薬施用者（麻薬管

理者がいる場合は、

麻薬管理者）が届け

出てください。 

回収した麻薬について

は、他の職員の立会いの

下に廃棄し、その概要を

記載してください。 
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麻薬事故届 
 

免許証の番号 第２５－○○○号 免許年月日  令和７年１月１日 

免許の種類   麻薬管理者 

麻 薬 

業務所 

所在地   津市広明町１３ 

名 称   □□□病院 

事故が生じた麻薬 

品   名 数   量 

ケタラール静注用200mg 

（製品番号 ○○○○○） 
１Ｖ(20mL) 

事故発生の状況 

（事故発生の年月日、 

場所、事故の種類） 

１） 事故発生年月日：令和７年９月３０日、午後６時頃 

２） 事故発生場所：当該麻薬業務所内 

３） 事故の種類：滅失（流失） 

４） 麻薬の使用状況及び保管状況 

   手術時の麻酔に使用 

５） 事故の経緯及び原因 

麻薬施用者が施用のため上記麻薬を手に取った際、誤って落下さ

せ破損した。内容物は全量流出し、回収不能であった。 

６） 今後の対策 

  バイアル製剤の取扱いは慎重に行い、落下・破損のないよう十分

に注意を払います。 

 

＊ 残液をシリンジ等で回収できた場合、回収分については麻薬廃棄

届も提出してください。(届出後、保健所職員立会のもと廃棄してい

ただきます。) 

 上記のとおり、事故が発生したので届け出ます。 

 

   令和７年１０月１日 

 

                住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 

                  三重県津市□□町５１（※麻薬施用者（管理者）の住所） 

 

                氏名（法人にあっては、名称） 

                □□□病院 

                 麻薬管理者 △△ ○○    

 

     

   三重県知事 宛て 

 

バイアル入り  

製剤の場合 

麻薬施用者（麻薬管

理者がいる場合は、

麻薬管理者）が届け

出てください。 
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麻薬診療施設における麻薬廃棄届出に関する手引き 

 

Ⅰ 麻薬廃棄届について 

【一般的事項】 

1 届出用紙は、麻薬及び向精神薬取締法施行規則(以下「規則」という。)

別記第 11 号様式(麻薬廃棄届)に従い各自作成すること。 

2 作成に当たっては、インク、ボールペン等の字が容易に消えないものを

使用して明瞭に記載すること。 

訂正には、修正液等を使うことなく、訂正すべき事項を二本線等により

判読可能なように抹消し、その脇に正しい数字等を記載し、訂正の責任を

明確にするために訂正印又は欄外捨印(削○字、加○字)によること。 

3 ゴム印等による記入も差し支えないこと。 

【個別事項】 

1 「免許証の番号、免許年月日、免許の種類及び氏名」の欄 

(1) 麻薬診療施設で、麻薬管理者が設置されている施設については、その

者の免許証により、また、麻薬施用者が 1 名で麻薬管理者を設置してい

ない施設については、その者の免許証により記入すること。 

(2) 業務の廃止等により、免許証を有する者が存在しない場合には、旧免

許証(廃止前の免許証)により記入すること。 

2 「廃棄しようとする麻薬」の欄 

(1) 「品名」の欄 

① 市販品 

局方品にあっては局方名又は局方別名を、それ以外の医薬品にあっ

ては一般名又は商品名を各々記入すること。 

なお、同一名で麻薬の含有量(濃度)の異なる場合は濃度を付記する

こと。 

例:ＭＳコンチン錠(10mg)、塩酸ペチジン注射液(35mg) 

② 自家製剤 

本質を示す適切な名称を用い、同名称により含有する麻薬の名称・

含量が明らかとなる場合(例:１%塩酸モルヒネ散、塩酸コカイン百倍

散)を除き、含有する麻薬の名称及び分量を( )書きで付記すること。 

(2) 「数量」の欄 

① 原末、散剤、軟膏        ○ｇ 

② 錠剤、カプセル剤、スティック剤 ○錠、○T、○Cap、○包 

③ 注射剤、液剤           ○A、○mL、○バイアル 

④ 坐剤               ○個 

⑤ その他、特殊なもの       適宜(数量が特定できる表現) 
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3 「廃棄の方法」欄 

「焼却」又は「放流」のように記入するが、適宜詳細に記入すること。 

4 「廃棄の理由」欄 

(1) 簡明に記入すること。 

例・陳旧化し使用の見込みがないため。 

・調剤前に異物混入により使用不能になったため。 

・業務廃止のため。(年月日) 

・開設者(麻薬施用者)死亡のため。(年月日) 

(2) 品目により、理由が異なる場合には、その旨を明らかにして、各々の

理由を記入すること。 

5 「届出年月日」欄 

届出書を保健所に提出する日を記入すること。 

6 「届出者」等の欄 

(1) 「住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)」は、届出者の住所

(又は所在地)を記入すること。 

(2) 「届出義務者続柄」は、届出を行う者が死亡、解散などした場合、相

続人、清算人などが、この届出を行う場合にのみ記入すること。 

(3) 「氏名(法人にあっては、名称)」は、届出者の氏名(法人の場合、名

称及び代表者氏名)を記入すること。 

(4) 届出者が国、地方公共団体若しくは法人の場合当該麻薬診療施設の長

(例えば、病院長等)が届け出ても差し支えないこと。 

 

 

 

Ⅱ 廃棄の日時、場所の調整について 

届出者は、立会者(麻薬取締員，保健所職員等)と廃棄の日時、場所を調整す

る必要があるため、麻薬廃棄届を提出する前に、提出先の保健所等において調

整すること。 

麻薬の廃棄は、当該麻薬診療施設、保健所等麻薬の廃棄に適した場所におい

て行うが、廃棄のために麻薬を保健所等へ搬送する者は、特に盗難・紛失等の

事故に十分留意すること。 

 

 

Ⅲ 麻薬診療施設における麻薬の廃棄について 

麻薬診療施設における麻薬の廃棄手続きについては、次の(図 1)～(図 6)の

とおりとすること。 
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Ⅳ その他 

1 患者等から返却された麻薬等を再利用する場合、衛生面等問題がないこ

とを十分に確認すること。 

2 麻薬管理者（麻薬施用者が１人で麻薬管理者がいない場合は、麻薬施用

者）は、法第 35 条に基づき，その所有し、又は管理する麻薬につき、滅

失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、麻薬廃棄届の要否にか

かわらず、すみやかに麻薬事故届を提出しなければならないこと。 

3 法第 35 条第２項に基づく調剤済麻薬廃棄届についても、本手続きのⅠを

準用すること。 
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Ⅰ 向精神薬の分類 
向精神薬とは、中枢神経に作用して、精神機能に影響を及ぼす物質（医薬品としては

抗不安薬、催眠鎮静薬、鎮痛薬等が該当します。）であって、麻薬及び向精神薬取締法

（以下「法」という。）及び政令で定めるものをいいます。 

さらに、向精神薬はその濫用の危険性と治療上の有用性により３種類に分類され、それ

ぞれ法的規制内容が異なります。 

 

 

Ⅱ 向精神薬の取扱い 
 ここでは、向精神薬を実際に取扱う場合に注意しなければならない一般的な事項につ

いて説明します。 

１ 譲受け(法第50条の16) 

向精神薬を譲り受けることができる相手は、免許を受けた向精神薬製造製剤業者、向

精神薬輸入業者、向精神薬卸売業者です。 

＊ 薬局開設者及び医薬品卸売販売業者は、別段の申出がない限り、向精神薬卸売

業者とみなされます。（法第50条の26） 

そのほか、次の場合も譲り受けることができます。（施行規則第３６条） 

① 同一法人の他の病院・診療所から譲り受ける場合 

② 患者に交付したものの返却を受ける場合 

③ 臨床試験に用いる治験薬を、登録を受けた向精神薬試験研究施設から譲り受け

る場合 

④ 病院、診療所の開設者から当該病院、診療所に勤務する職員のための福祉事業

として設置されている病院、診療所の開設者が譲り受ける場合 

⑤ 病院、診療所に勤務する職員のための福祉事業として設置されている病院、診

療所の開設者から当該職員が勤務する病院、診療所の開設者が譲り受ける場合 

⑥ 向精神薬取扱者が向精神薬取扱者でなくなった場合に、当該向精神薬取扱者か

らその所有する向精神薬を５０日以内に譲り受ける場合 

⑦ 災害時に地方公共団体の長から譲り受ける場合 

 

２ 譲渡し(法第50条の16、施行規則第36条) 

向精神薬を次の場合に譲り渡すことができます。 

① 患者に施用のために交付する場合 

② 向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬卸売業者に返品する場合 

③ 同一法人の他の病院・診療所に渡す場合 

④ 治験薬を向精神薬試験研究施設（又はその施設と同一法人の向精神薬卸売業

者）に戻す場合 

⑤ 病院・診療所の開設者が当該病院、診療所に勤務する職員のための福祉事業と

して設置されている病院、診療所の開設者に譲り渡す場合 
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⑥ 病院・診療所に勤務する職員のための福祉事業として設置されている病院、診

療所の開設者が、当該職員の勤務する病院、診療所の開設者に譲り渡す場合 

 

３ 記録(法第50条の23第２項及び第４項) 

（１）帳簿の設置及び保管 

  第１種又は第２種向精神薬を譲り受け、譲り渡し、又は廃棄した時には、帳簿に

Ⅱ－３－（２）の事項を記録してください。また、この記録を最終記載の日から２

年間保存してください。 

  なお、Ⅱ－３－（２）の事項が記載されている伝票をつづることによって、記録

に代えることができます。この場合、向精神薬が記載されていない伝票とは別につ

づってください。 

（２）記載事項 

① 向精神薬の品名（販売名）・数量 

② 譲受け・譲渡し又は廃棄した年月日 

③ 譲受け又は譲渡しの相手方の営業所等の名称・所在地 

＊上記③については、相手方の本社の名称・所在地ではなく営業所の名称・所

在地を記載してください。 

（３）記載上の注意 

① 患者へ向精神薬を交付、施用し、その患者又は相続人等から返却を受けた向精

神薬を廃棄したときは、記録の必要はありません。（施行規則第４２条） 

② 同一法人の病院・診療所との間で譲り受け又は譲り渡しがあった場合には、記

録する必要があります。 

③ 第３種向精神薬については、記録義務はありませんが、譲り受けについて記録

し又は伝票を整理して管理し、定期的に在庫確認することが望ましいです。 

 

【帳簿記載例】 

品  名 ソセゴン注射液15ｍｇ 単 位  Ａ 

 

 

 

 

年 月 日 受入 払出 
譲受・譲渡・

廃棄の別 

譲受け又は譲渡しの相手方の 

営業所の名称・所在地 

R7.10.10 200  譲受 
（株）○○薬品 ××営業所  

 三重県○○市△△町１−２−３ 

R7.11.10  50 廃棄 
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【第１類、第２類向精神薬のうち市販されているもの】  （令和７年８月現在） 

種

別 
物質名 医薬品の販売名（製造販売会社名） 

第

１

種 

セコバルビタールナ

トリウム 

注射用アイオナール・ナトリウム（0.2）（日医工） 

※令和５年６月に販売終了 

メチルフェニデート

塩酸塩 

リタリン錠10mg（ノバルティスファーマ） 

コンサータ錠18・27・36mg（ヤンセンファーマ） 

モダフィニル モディオダール錠100mg（アルフレッサファーマ） 

第

２

種 

アモバルビタール イソミタール原末（日本新薬）※令和５年８月に販売終了 

ブプレノルフィン塩

酸塩 

レペタン注0.2・0.3mg、坐剤0.2・0.4mg(大塚製薬) 

ブプレノルフィン注0.2・0.3㎎「日新」（日新製薬） 

ブプレノルフィン ノルスパンテープ5・10・20mg（ムンディファーマ） 

フルニトラゼパム サイレース錠1・2mg、静注2mg(エーザイ) 

フルニトラゼパム錠1・2mg「ＴＣＫ」(辰巳化学) 

フルニトラゼパム錠1・2mg「アメル」(共和薬品工業) 

フルニトラゼパム錠1・2mg「ＪＧ」(日本ジェネリック) 

ロヒプノール錠1・2、静注用2mg(中外製薬)  

ペンタゾシン ソセゴン注射液15・30mg（丸石製薬） 

 

ペンタゾシン塩酸塩

（塩酸ペンタゾシン） 

ソセゴン錠25mg（丸石製薬） 

ペントバルビタール

カルシウム 

ラボナ錠50mg(田辺三菱製薬) 

 

４ 保管（法第50条の21) 

向精神薬は、次により保管しなければなりません。 

① 病院・診療所の施設内に保管すること。 

② 保管する場所は、医療従事者が実地に盗難の防止に必要な注意をしている場合

以外は、かぎをかけた設備内で保管すること。（施行規則第40条） 

［保管方法例］ 

① 調剤室や薬品倉庫に保管する場合で、夜間、休日等で保管場所を注意する者が

いない場合は、その出入り口に鍵をかけること。日中、医療従事者が必要な注意

をしている場合以外は、出入口に鍵をかけること。 

② ロッカーや引き出しに入れて保管する場合も、夜間、休日で必要な注意をする

者がいない場合には、同様に、ロッカーや引き出しあるいはその部屋の出入口の

いずれかに鍵をかけること。 
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③ 病棟の看護師詰め所に保管する場合で、常時、看護師等が必要な注意をしてい

る場合以外は、向精神薬を保管するロッカーや引き出しに鍵をかけること。 

 ※ ペンタゾシン、ブプレノルフィン等の向精神薬注射剤については、特に乱用・盗

難のおそれが高いので保管管理を厳重にし、不正使用や盗難防止に一層留意してく

ださい。 

 

Ⅲ 廃棄（法第50条の21） 

向精神薬の廃棄については、許可や届出の必要はありませんが、第１種及び第２種向

精神薬を廃棄したときは記録が必要です。(Ⅱ－３記録参照) 

向精神薬を廃棄するときは、焼却、酸、アルカリによる分解、希釈、その他の薬剤と

の混合等、向精神薬の回収が困難な方法により行ってください。 

 

Ⅳ 事故（法第50条の22) 

次の数量以上の滅失、盗取、所在不明等が生じたときは、すみやかに「向精神薬事故

届（別記第35号様式）」により管轄する保健所を経由し、三重県知事に届け出なければ

なりません。 

ただし、盗難・強奪・脅取又は詐欺であることが明らかな場合には、次の数量以下で

あっても管轄の保健所を経由し三重県知事あてに届け出るとともに警察署へも届け出

てください。（施行規則第41条） 

なお、破損、汚染に係る事故については、届出の必要はありません。 

剤形 数量 

末、散剤、顆粒剤 １００g（包） 

錠剤、カプセル剤、坐剤 １２０個 

注射剤 １０アンプル（バイアル） 

内用液剤 １０容器 

経皮吸収型製剤 １０枚 

※ＯＤフィルム剤は「錠剤」にあたります。 

届 出 期 限          ：事故発生後すみやかに 

提 出 先：管轄保健所 

提 出 者：向精神薬診療施設の開設者 

提出書類等          ： 

提出書類 部数 様式 

向精神薬事故届（別記第 35号様式） ２部 p85 
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Ⅴ 立入検査（法第50条の38） 

（１）立入検査の目的 

立入検査は、向精神薬による事故の未然防止等の目的で行われるものであり、犯

罪捜査のために行うものではありません。 

（２）立入検査の注意事項 

立入検査を行う職員は、身分証を携帯していますので、必ず提示を求め確認して

ください。 

   立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは

虚偽の陳述をした場合には処罰されることがあります。（法第７２条第１１号） 

 

Ⅵ 携帯輸入、携帯輸出（法第50条の８・法第50条の11） 

向精神薬は、輸出又は輸入することはできません。ただし、患者は、自己の疾病の

治療の目的のために向精神薬を携帯して出国又は入国することができます。以下に注

意してください。 

 注射剤以外の向精神薬は、携帯する総量が規則別表第１に定められている量以下の

場合は手続きは不要です。この量を超える場合には、これら向精神薬を携帯しての輸

入、輸出することが、自己の疾病治療のため特に必要であることを証する書類の所持

（例えば、「処方箋の写し」「患者の氏名及び住所並びに携帯を必要とする向精神薬

の品名及び数量を記載した医師の証明書（診断書等）」）が必要です。また、用法・

用量から見て１か月分を超える量を携帯して入国する場合は、医薬品医療機器等法に

基づく輸入確認証の手続きも必要です。注射剤の場合は、携帯する総量に関わらず上

記の書類の所持と併せて輸入確認証の手続きが必要です。 

 なお、渡航先においては日本と異なる法規制を行っている場合があります。当該国

への向精神薬の携帯輸入若しくは当該国からの携帯輸出の可否等不明な点がありま

したら、各国の在日大使館等にお問い合わせ頂き、事前に許可等が必要な場合には、

その許可等取得の手続きについても確認し、トラブル等の発生のないようご留意して

ください。 

 

 

Ⅶ その他 
（１）容器の記載（法第50条の19） 

   病院・診療所が向精神薬卸売業者等から譲り受ける向精神薬の外箱等には、

「○向」が表示されます。なお、治験薬の場合は、「○向」の記号等の表示が省略さ

れていることがあります。 

（２）製造・製剤（法第50条の15） 

調剤(予製を含む。)する場合及び試験検査のために製剤する場合のほか、向精

神薬を製造し、又は製剤することはできません。 
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 （３）承認条件 

   ア メチルフェニデート製剤「リタリン○Ｒ錠／散」「コンサータ○Ｒ錠」の処方・

施用にあたっては、同製剤の承認条件に基づき、投薬する医師、医療機関、薬

局が限定されるとともに、薬局における調剤の際には、その旨確認の上で調剤

がなされることとされており、注意が必要です。 

   イ ブプレノルフィン経皮吸収型製剤の慢性疼痛患者への処方・施用にあたって

は、同製剤の承認条件に基づき、薬剤師は処方医が製造販売業者の提供する講

習を終了した医師であることを確認する必要があります。 
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別記第 35号様式（第 41条関係） 

向精神薬事故届 
 

免許（登録）証の番号  第      号  
免許（登録） 

年月日  
    年   月   日  

免許  (登録 ) の種類  

病 院 等 

所在地   

名 称   

事故が生じた 

向精神薬  

品   名  数   量  

  

事故発生の状況 

（事故発生年月日、 

場所、事故の種類）  

 

 上記のとおり、事故が発生したので届け出ます。  

 

     年   月   日  

 

                  住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地）  

 

                   

                  氏名（法人にあつては、名称）  

                                      

    

   

   三重県知事   宛て 
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Ⅰ 覚醒剤取締法上の取扱い 

この手引きは、病院、診療所、飼育動物診療施設（以下「病院等」という。）

において、覚醒剤原料のうち「医薬品覚醒剤原料」を取り扱う場合について説明

したものです。 

病院等において、医薬品覚醒剤原料を、医師、歯科医師等が施用するために交

付する場合は、覚醒剤原料取扱者等の指定を受ける必要はありません。（覚醒剤

取締法（以下「法」という。）第 30 条の２、法第 30 条の７、法第 30 条の９） 

 

１ 診療施設で取り扱える覚醒剤原料 

 医薬品覚醒剤原料は、法第２条第５項に規定する覚醒剤原料を含有するもので、

かつ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以

下「医薬品医療機器等法」という。）第２条第１項に規定する医薬品に該当する

ものです。令和７年８月現在、医薬品医療機器等法第 14 条第１項に基づき医薬

品の製造販売承認されているものには、次のものがあります。 

 

法律の規定名 別 名 商品名（会社名） 濃度規制 規定条項 

Ｎ・α－ジメチル－

Ｎ－2－プロピニル

フェネチルアミン 

セレギリ

ン、 

デプレニ

ル 

エフピーOD 錠 2.5（エフ

ピー） 

セ レ ギ リ ン 塩 酸 塩 錠

2.5mg（協和薬品工業、

武田テバファーマ） 

なし 覚醒剤原

料を指定

する政令

第１号 

2，6－ジアミノ－Ｎ

－（1－フェニルプロ

パン－2－イル）ヘキ

サンアミド 

リスデキ

サンフェ

タミン 

ビバンセカプセル 20㎎、

同 30 ㎎（武田薬品工業） 

なし 覚醒剤原

料を指定

する政令

第３号 

 

※ 以下の物質については、覚醒剤原料として指定されているが、国内承認品

はいずれも濃度規制の含有量以下であるため、覚醒剤原料から除外されてい

る。 

 【含有量 10％以下であれば除外されるもの】 

○ １－フェニル－２－メチルアミノプロパノール－１（エフェドリン） 

＜法別表第１号＞ 

○ １－フェニル－２－ジメチルアミノプロパノール－１（メチルエフェド

リン）＜法別表第３号＞ 

【含有量 50％以下であれば除外されるもの】 

○ エリトロ－２－アミノ－１－フェニルプロパン－１－オール（ノルエフ

ェドリン、フェニルプロパノールアミン）＜覚醒剤原料を指定する政令

第２号＞ 
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Ⅱ 譲受け・譲渡し 
１ 譲受け（法第 30 条の９、10、14） 

 （１）譲受け 

病院等の開設者（往診医師等＊を含む）は、「覚醒剤原料輸入業者」、「覚醒剤

原料製造業者」、「覚醒剤製造業者」、「覚醒剤原料取扱者」、「覚醒剤原料研究者」、

「覚醒剤研究者」、(以下「覚醒剤原料取扱者等」という。)の指定を受けた者

から、医薬品覚醒剤原料を譲り受けることができます。 

 

  ＊ 「往診医師等」とは、医療法第５条第１項に規定する公衆又は特定多数

人のために往診のみによって診療に従事する医師又は歯科医師をいいま

す。 

  ＊ 譲受人は、譲渡人が覚醒剤原料取扱者等の指定を受けている者であるこ

とを必ず確認してください。 

  ＊ 覚醒剤原料取扱者等から譲り受けた医薬品覚醒剤原料が不要となった

場合に、返品、交換をしたり、他の者に譲り渡すこと等はできません。廃

棄の手続きを取ってください。 

 

 （２）覚醒剤原料取扱者等以外からの譲受け 

① 医薬品覚醒剤原料の交付を受けた患者が、医薬品覚醒剤原料を施用する

必要がなくなった場合に、その患者から医薬品覚醒剤原料を譲り受けるこ

とができます。 

② 医薬品覚醒剤原料の交付を受けた患者が死亡した場合に、その相続人又

は相続人に代わって相続財産を管理する者（以下「相続人等」という。）

から医薬品覚醒剤原料を譲り受けることができます。 

（注：上記①、②において、薬局開設者は、患者がどこで交付を受けた医薬

品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、病院等の開設者が

譲り受けることができるものは、当該病院等において、医師等が交付した

ものに限られます。） 

③ 患者、相続人等から医薬品覚醒剤原料を譲り受けたときは速やかに「交

付又は調剤済みの医薬品覚醒剤原料譲受届出書（別記６様式）」を管轄す

る保健所へ届け出てください。 

 

 届 出 期 限          ：譲受後速やかに 

提 出 先：管轄保健所 

提 出 者          ：病院等の開設者 
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提出書類等          ： 

提出書類 注意事項等 部数 様式 

交付又は調剤済みの医

薬品覚醒剤原料譲受届

出書（別記６様式） 
・譲受後速やかに  

 
１部 p108 

なお、①②で譲り受けた覚醒剤原料は③の届出後廃棄しなければならず、

再利用はできません。 

また、廃棄後３０日以内に、「交付又は調剤済みの医薬品覚醒剤原料廃棄

届出書（別記５様式）」を管轄する保健所に届け出てください。（Ⅶ廃棄届

参照）。 

④ ①②のほか、業務を廃止した病院・薬局等の開設者から３０日以内に譲

り受けることができます。（Ⅸ業務廃止等（２）参照） 

 

 

２ 譲渡し（法第 30 条の９第３号） 

次の①～⑤の場合を除いて、譲り渡しができません。 

① 医師等により交付する場合 

病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往

診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師は、施用のために医薬品覚

醒剤原料を交付することができます。 

② 処方箋を所持する者に譲渡する場合 

病院等の開設者は、医師、歯科医師又は獣医師の処方箋により薬剤師が

調剤した医薬品覚醒剤原料を、当該処方箋を所持する者に譲り渡すことが

できます。 

③ 業務廃止等に伴い譲渡する場合（法第 30 条の 15 第２項） 

業務を廃止し、その所有する医薬品覚醒剤原料を業務廃止の事由が発生

した日から３０日以内に法第 30 条の７第１号から第７号までに規定する

者に譲り渡すことができます。(Ⅸ業務廃止等の項参照) 

  ④ 病院等の開設者が覚醒剤原料取扱者等に譲渡する場合 

    次のいずれかに該当する覚醒剤原料に限り、事前に地方厚生（支）局長

の許可を受けて覚醒剤原料取扱者等に譲渡することができます。 

    ア 全部又は一部が不潔な物質若しくは変質した物質からなっている

もの 

    イ 異物が混入し、又は付着しているもの 

    ウ その容器又は包装に破損が生じているもの 

    エ 覚醒剤原料又はその容器若しくは包装に異常が生じ、又は生じてい

－ 89 －



るおそれがあるもの。 

    オ 治験又は臨床研究において使用する予定であった覚醒剤原料のう

ち、当該治験又は臨床研究に使用する必要がなくなったもの 

  ⑤ 病院等の開設者が覚醒剤研究者又は覚醒剤原料研究者に譲渡する場合 

事前に地方厚生（支）局長の許可を受けて、医薬品覚醒剤原料を患者

の試験検査のために譲り渡すことができます。 

 

※ 病院等の間だけでなく、同一法人の病院等の間でも譲渡・譲受はできま

せん。 

 

 

３ 譲受証・譲渡証（法第 30 条の 10） 

（１）譲受証・譲渡証の交付 

病院等の開設者は、医薬品覚醒剤原料を「覚醒剤原料取扱者等」から譲り

受ける場合は、以下の手続きが必要です。 

なお、処方箋により調剤した医薬品覚醒剤原料をその処方箋を所持する者

に譲り渡す場合には譲受証・譲渡証の交換は不要です。 

① 譲受証・譲渡証の交付 

あらかじめ「覚醒剤原料譲受証(別記１様式)」(以下「譲受証」とい

う。)に必要事項を記載・押印し、覚醒剤原料取扱者等に交付するか、

譲受証と引き換えに「覚醒剤原料譲渡証(別記２様式)」(以下「譲渡証」

という。)と医薬品覚醒剤原料を譲り受けるかをしなければなりません。 

② 離島、へき地など特別な理由がある場合には、郵送でも差し支えあり

ませんが、郵送の事実を追跡できる書留便等を利用してください。 

 

（２）譲受証・譲渡証の保存期間 

 譲渡証(譲受証)の交付を受けた者は、譲受(譲渡)の日から２年間、これ

を保存しなければなりません。  

 

（３）注意事項 

① 譲受証の交付は、「譲渡証及び医薬品覚醒剤原料」の交付を受ける前

又は、交付と同時に行わなければなりません。譲受(渡)証用紙に印の

み押して相手方に先に渡しておく等のいわゆる白紙委任行為は絶対に

行ってはいけません。 

② 譲受人が医薬品覚醒剤原料を譲り受ける際には、必ず譲渡証の品

名・数量等記載事項と現品とを照合して確認してください。 

③ 業務廃止等に伴い医薬品覚醒剤原料を譲渡(受)する場合(Ⅸ業務廃

止等の項参照)にあっても、当該譲渡(受)証の交付は必要です。 
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④ 譲受(渡)証の作成は、取扱責任者を選任して行って下さい。 

 

（４）譲受証・譲渡証の記載要領 

 

記載欄 譲 渡 証 譲 受 証 

譲受・譲渡年月日欄 出庫年月日 注文年月日 

住所・氏名欄 

・当該指定にかかる業務所

の所在地、名称及び代表者

の氏名を記載し、押印 

・業務廃止等に伴い譲渡す

る場合は、開設者の氏名を

記載し、押印 

・病院等の施設の所在地、

名称及び開設者の氏名を記

載し、押印 

・往診のみを行う獣医師は

その住所及び氏名を記載

し、押印 

指定の種類及び 

番号欄 

・「覚醒剤原料取扱者」等と

指定証に記載された資格の

種類  

・譲渡人の当該指定証の番

号 

・業務廃止等に伴い譲渡す

る場合には、「病院」「診療

所」「飼育動物診療施設」の

別 

・「空欄」か「病院、診療所、

飼育動物診療施設の別」を

記載 

品名欄 
・日本薬局方医薬品は、日本薬局方に定められた名称 

・その他の医薬品は、一般的名称又は商品名 

使用の目的及び 

備考欄 

業務廃止等に伴い譲渡する

場合は、備考欄に「業務廃

止のため」等譲渡の理由及

び業務廃止等事由の発生日

を記載 

使用目的等を具体的に記載 

例) 調剤のため 

 

＊ 開設者が、国、地方公共団体若しくは法人の場合、当該施設の名称、当

該施設の長の職名、氏名を、住所は当該施設の所在地を記載し、公印又は

公印に準じるもの(覚醒剤原料専用印等)を押印しても差し支えありませ

ん。 

＊ 押印に用いる印鑑は、麻薬専用印と併用しても差し支えありません。 
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Ⅲ 所持（法第 30 条の７） 
次の１～５の者は、医薬品覚醒剤原料を所持することができます。 

１ 病院、診療所の場合（その業務のため、医薬品覚醒剤原料を所持する場合

に限る。） 

① 開設者（往診医師等を含む） 

② 医師、歯科医師 

③ 薬剤師 

④ 管理者 

⑤ 上記の者の業務上の補助者（看護師、事務職員等） 

２ 薬局の場合（医師、歯科医師又は獣医師の処方箋により調剤した医薬品覚

醒剤原料及び調剤のために使用する医薬品覚醒剤原料を所持する場合に限

る。） 

① 開設者 

② 薬剤師 

③ 上記の者の業務上の補助者 

３ 飼育動物診療施設の場合（その業務のため、医薬品覚醒剤原料を所持する

場合に限る。） 

① 開設者（往診診療者等を含む） 

② 獣医師 

③ 上記の者の業務上の補助者 

４ 患者及びその看護にあたる者の場合 

① 医師、歯科医師又は往診医師から施用のため医薬品覚醒剤原料の交付

を受けた者 

② 医師、歯科医師又は往診医師から処方箋の交付を受け、当該処方箋に

より薬剤師が調剤した医薬品覚醒剤原料の交付を受けた者 

③ 上記の者の看護に当たる者 

 ５ 患者の相続人等 

   医師等から施用のため医薬品覚醒剤原料の交付を受け、又は薬剤師が調剤

した医薬品覚醒剤原料の交付を受けた者が死亡した場合において、その相続

人又は相続財産を管理する者 

 

 

Ⅳ 使用（法第 30 条の 11） 
 １ 次の者は、その業務のために医薬品覚醒剤原料を施用し、又は調剤のため

使用することができます。 

① 病院、診療所において診療に従事する医師、歯科医師 

② 往診医師等 

③ 薬局、病院又は診療所において調剤に従事する薬剤師 
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④ 飼育動物の診療に従事する獣医師（飼育動物診療施設の開設者（往診

のみによって診療業務を行う獣医師を含む）及び飼育動物診療施設の開

設者に雇用されている獣医師に限る） 

 ２ 次の者も医薬品覚醒剤原料を施用することができます。 

① 病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、

往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬

品覚醒剤原料の交付を受けた者 

② 医師、歯科医師又は獣医師の処方箋の交付を受けた者が当該処方箋に

より薬剤師が調剤した医薬品覚醒剤原料を薬局開設者又は病院若しく

は診療所の開設者から譲り受けた者 

    ※１ 病院、薬局等において、学術研究の目的で覚醒剤原料（医薬品で

あるかないかを問わない）を使用する場合、管轄する保健所から覚

醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者の指定を受ける必要があります。 

※２ 病院、薬局等の資格で譲り受けた医薬品覚醒剤原料を、学術研究

の目的で使用することはできません。 

※３ 処方箋は、覚醒剤専用の処方箋ではなく、他の医薬品が記載され

ていても差し支えありません。 

 

 

Ⅴ 保管・管理 
１ 保管（法第 30 条の 12） 

（１）保管の管理者と保管場所 

医薬品覚醒剤原料については 

① 病院又は診療所にあっては、その管理者がその病院又は診療所 

② 往診医師等にあっては、その住所 

③ 飼育動物診療施設にあっては、その獣医師管理者がその施設 

④ 往診のみによって飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師にあっては、

その住所 

において、それぞれ保管しなければなりません。 

 

（２）保管設備 

① 医薬品覚醒剤原料の保管は、鍵をかけた場所において行わなければな

りません。 

鍵をかけた場所とは、施錠設備のある調剤室の引き出し・医薬品棚・

薬品庫等のほかロッカー・金庫等の保管設備のことです。 

② ロッカー、金庫等を保管設備として使用する場合は、次によることが

望まれます。 

ア 保管庫が容易に破られない材質のものであり、かつ堅固な錠が付い
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ていること。 

イ 保管庫が容易に持ち運びできる場合にあっては床にボルト等によ

り固定すること。 

ウ 保管庫は、できるだけ人目につかない場所であって、施錠設備のあ

る室内に設置すること。 

   ＊１ 病院等の病棟で保管する場合も同様の保管設備が必要です。 

＊２ 保管庫は、覚醒剤原料専用とすることが望ましいです。ただし、専

用保管庫でない場合には、他のものと区別して保管し、他のものと間

違えるなどの事故に十分気をつけてください。 

＊３ 麻薬保管庫には一緒に保管できません。 

 

２ 管理 

（１）取扱責任者 

   ① 医薬品覚醒剤原料の取扱いの管理体制を明確にし、盗難等の事故の防

止を図るため、病院等に、取扱責任者を定めることが望ましいです。 

   ② 取扱責任者には、当該病院等における医薬品覚醒剤原料の受入・保管・

払い出し等の実務に携わる者のうち、その全般を把握できる立場にある

者を当てて下さい。 

 

（２）取扱責任者の責務 

取扱責任者は、次に掲げる実務を、責任を持って行ってください。 

① 受入れ(覚醒剤原料取扱者等からの譲受け) 

② 払出し 

③ 保管(保管場所での保管、定期的な保管設備への巡回等) 

④ 保管設備の鍵の管理 

⑤ 法定書類(譲受証、業務廃止等に伴い譲渡する際の譲渡証)や帳簿の作

成及び保管 

⑥ 廃棄や事故に関する届出等 

 

 

 

 

Ⅵ 記録（法第 30 条の 17） 
医薬品覚醒剤原料の移動、所在を明確にするとともに、事故等の発生を未然に

防止し、管理の徹底を図るため、病院等ごとに、帳簿(別記３様式)を備え、次の

事項を記載してください。また、帳簿は最終記載の日から２年間、当該病院等に

保存しなければなりません。 
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（１）譲受け、譲渡しした場合 

① 品名・数量 

② その年月日 

譲り受けた年月日は、譲渡証の記載された年月日を記入し、譲渡証の年月

日と実際の受入れ年月日が異なる場合には、備考欄に当該覚醒剤原料を受け

取った年月日を記入してください。 

 

（２）施用した場合 

  ① 施用年月日 

  ② 数量を払い出し欄に記入し、その数量を残高から差し引く 

 

（３）廃棄した場合 

① 廃棄年月日 

② 数量は、払出し欄に記入し、その数量を残高から差し引くこと。なお、

備考欄に「覚醒剤原料廃棄届」、「交付又は調剤済みの医薬品覚醒剤原料廃

棄届」の届出年月日を記入してください。 

 

（４）事故の届出をした場合 

① 事故が発生した年月日又は事故を発見した年月日 

② 数量を払出し欄に記入し、その数量を残高から差し引く 

③ 事故届出の年月日を備考欄に記載 

なお、事故の届出をした覚醒剤原料を発見した場合、発見年月日、受入

れ欄に発見した数量をそれぞれ記入したうえ、その数量を残高に加え、備

考欄に事故の届出年月日を記入してください。 

 

（５）その他 

  ① 帳簿は、品名、剤形、濃度別に口座を設けて記載してください。 

  ② 帳簿の形式としては、別記３様式を参考としてください。 

なお、脱着式（ルーズリーフ等）の帳簿を使用しても差し支えありませ

んが、紛失等がないように保管にはご留意願います。 

    ③ 帳簿の記載には、ボールペン等の字が消えないものを使用してください。 

  ④ 医薬品覚醒剤原料の受払等をパソコン等を用いて処理し、帳簿とする場

合は、帳簿に都道府県職員等の立会い署名等を必要とすることもあります

ので、原則として定期的に出力された印刷物を１カ所に整理し、立会検査

等の際に提示できるようにしてください。 

  ⑤ 帳簿の訂正は、訂正すべき事項を二重線等により判読可能なように抹消

して、訂正印を押し、その脇に正しい文字等を書いてください。修正液等

は使用しないでください。 
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  ⑥ 帳簿の記載は、原則として医薬品覚醒剤原料の受入れ又は払出しの都度

行ってください 

 

帳簿の記載例 

品 名 XXX 錠 Ymg 単 位 錠 

 

年 月 日 受入数量 払出数量 在庫数量 備 考 

R7 4 1   11 
前帳簿から繰り越し 

製造番号：AA-12345 

R7 4 11 100  111 

□□株式会社から購入 

製造番号：BB-54321 

R7.4.12 到着 

R7 5 3  21 90 ▲▲▲▲に処方 

R7 5 17  2 88 

製造番号：AA-12345 2 錠 

R7.5.17試験検査のため覚醒剤原料

研究者△△△△に譲渡 

令和 7 年 5 月 15 日付け■厚麻発

0515 第 1 号覚醒剤原料譲渡許可書 

R7 5 20 (7)  88 

▽▽▽▽から返納 

R7.5.22交付又は調剤済みの覚醒剤

原料譲受届出書提出 

R7.5.25 廃棄 立会者署名 

R7.6.10交付又は調剤済みの覚醒剤

原料廃棄届提出 

R7 6 8  10 78 

所在不明 

R7.6.8 事故届提出 

R7.6.8○○警察署届出 

R7 6 10  21 57 ▲▲▲▲に処方 

R7 6 17 (14)  71 
▲▲▲▲への処方変更による未譲

渡分の返納 

R7 6 25  1 70 

異物が付着していたため、□□株式

会社に譲渡 

令和 7 年 6 月 20 日付け■厚麻発

0620 第 1 号覚醒剤原料譲渡許可書 
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Ⅶ 廃棄届（法第 30 条の 13） 

（１）陳旧品等の廃棄 

病院等の開設者、往診医師等又は飼育動物診療施設の開設者は、古くなっ

たり、変質等により使用しない医薬品覚醒剤原料、調剤過誤により使えな

くなった医薬品覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、あらかじめ「覚醒

剤原料廃棄届出書（別記４様式）」により管轄する保健所に届け出た後、覚

醒剤監視員の立会の下でなければ、廃棄することはできません。廃棄方法

は、保健所職員の指示に従ってください。  

「覚醒剤原料廃棄届出書（別記４様式）」により医薬品覚醒剤原料を廃棄

する場合は、以下のとおりです。 

 

 届 出 期 限          ：あらかじめ 

提 出 先：管轄する保健所 

提 出 者          ：病院等の開設者 

廃 棄 方 法          ：事前に覚醒剤原料廃棄届を提出し、管轄の保健所職員（覚醒

剤監視員）の立会いの下、原則調剤室で適切な方法で廃棄し

ます。 

提出書類等          ： 

提出書類 注意事項等 部数 様式 

覚醒剤原料廃棄届出書 

（別記４様式） 
・廃棄する前にあらかじめ提出 

【廃棄方法】 

・保健所の職員の立会いの下、原

則、当該診療施設等で廃棄 

１部 p106 

＊ 届出者が死亡・解散などした場合、相続人・清算人などが届け出ること

になります。 

＊ 覚醒剤原料廃棄届書を届け出た場合には、帳簿にその旨を記載し、

覚醒剤原料廃棄届の写しを保管しておくことが望ましいです。 

＊ 開設者が、国、地方公共団体若しくは法人の場合には、届出者の氏名は

当該施設の長の職名、氏名（法人の場合、名称、当該施設の長の職名、氏

名）を、届出者の住所は、当該施設の所在地を記載し、公印又は公印に準

ずるもの（覚醒剤原料専用印等）を押印しても差し支えありません。 

 

（２）処方箋により調剤された医薬品覚醒剤原料の廃棄  

  病院等の開設者が、医師等が施用のために交付した医薬品覚醒剤原料又

は薬剤師が調剤した医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合には、覚醒剤監視員

の立会いは不要ですが、廃棄後３０日以内に管轄する保健所に「交付又は

調剤済みの医薬品覚醒剤原料廃棄届出書（別記５様式）」により届け出なけ
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ればなりません。  

  具体的には次のような場合です。  

 ① 患者が不要になり、患者から譲り受けた場合  

 ② 患者の死亡により相続人等から譲り受けた場合  

 ③ 再入院、転入院の際に患者が持参し、施用する必要がなくなった場合  

（ただし、自らの病院等で交付したものに限ります。そうでない場合、

持参した患者自らが廃棄するよう指導してください。その際に、患者

又はその家族等が行う廃棄を補助することは、差し支えありません。） 

 

  なお、３０日以内であればその間の複数の廃棄をまとめて一つの届け出

書で提出しても構いません。  

 

 届 出 期 限          ：廃棄後３０日以内  

提 出 先：管轄する保健所 

提 出 者          ：病院等の開設者 

廃 棄 方 法          ：他の職員の立会いの下に廃棄してください。  

提出書類等          ： 

提出書類 注意事項等 部数 様式 

交付又は調剤済みの医

薬品覚醒剤原料廃棄届

出書（別記５様式） 

・廃棄後３０日以内 

【廃棄方法】 

・他の職員の立会いの下に、当

該診療施設等で廃棄 

１部 p107 
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Ⅷ 事故届（法第 30 条の 14） 

病院等の開設者は、所有する医薬品覚醒剤原料に喪失、盗難、所在不明の事故

が生じたときは、すみやかに「覚醒剤原料事故届出書(別記７様式)」により管轄

する保健所に届け出なければなりません。盗難等の場合には、所轄の警察署へも

届け出てください。 

「覚醒剤原料事故届出書」による事故の報告は、次のとおりです。 

届 出 期 限          ：事故発生後すみやかに 

提 出 先：管轄保健所 

提 出 者          ：病院等の開設者 

提出書類等          ：  

提出書類 部数 様式 

覚醒剤原料事故届出書（別記７様式） ２部 p109 

＊ 開設者が、国、地方公共団体若しくは法人の場合、届出者の氏名は当該施

設の名称、当該施設の長の職名、氏名を、届出者の住所は当該施設の所在地

を記載し、公印又は公印に準じるもの(覚醒剤原料専用印等)を押印しても差

し支えありません。 

 

 

 

Ⅸ 業務廃止等 
（１）所有数量報告（法第 30 条の 15 第１項） 

１ 病院、診療所を廃止した場合 

病院若しくは診療所の開設者がその病院若しくは診療所を廃止し、若しく

は医療法第 29 条第１項（開設許可の取消及び閉鎖命令）の規定により病院診

療所の開設の許可を取り消されたとき。又は往診医師等が診療を廃止したと

き。 

２ 飼育動物診療施設を廃止した場合 

  飼育動物診療施設の開設者が施設又は飼育動物の診療業務を廃止したとき 

上記１及び２に掲げる場合においては、 

 届 出 期 限          ：業務廃止等から１５日以内 

 提 出 先：管轄する保健所 

 提 出 者          ：病院等の開設者、往診医師等 

 報 告 内 容          ：当該事由が生じた際にその者が所有し又は所持していた医薬

品覚醒剤原料の品名及び数量を報告しなければなりません。 

なお、覚醒剤原料を所持していない場合にあっても、報告し

てください。 
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提出書類等          ： 

提出書類 注意事項等 部数 様式 

業務廃止等に伴う覚醒

剤原料所有数量報告書

（別記８様式） 

・業務廃止等から１５日以内  １部 p110 

 

（２）譲渡報告（法第 30 条の 15 第２項） 

業務廃止時に所有、又は所持していた医薬品覚醒剤原料は、当該事由が生じた

日から３０日以内であれば、病院等の開設者、薬局開設者、覚醒剤原料取扱者等

に譲り渡すことができます。なお、譲り渡した場合は、「業務廃止等に伴う覚醒

剤原料譲渡報告書(別記９様式)」により管轄する保健所に報告しなければなりま

せん。 

届 出 期 限          ：業務廃止等から３０日以内 

 提 出 先：管轄する保健所 

 提 出 者          ：病院等の開設者 

 提出書類等          ： 

提出書類 注意事項等 部数 様式 

業務廃止等に伴う覚醒

剤原料譲渡報告書（別

記９様式） 

・業務廃止等から３０日以内  １部 p111 

＊ 譲り渡しの際、相手の資格をあらかじめ確認し、譲受証及び譲渡証を交換す

る必要があります。 

 

（３）廃棄処分（法第 30 条の 15 第３項） 

業務廃止時に所有、又は所持していた医薬品覚醒剤原料を、３０日以内に譲り

渡すことができなかった場合には、「業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書(別

記１０様式)」により、すみやかに管轄保健所に届け出て、覚醒剤監視員の立会

いを求め、廃棄その他の処分をしてください。 

届 出 期 限          ：業務廃止等から３０日以後にすみやかに 

 提 出 先          ：管轄する保健所 

 提 出 者          ：病院等の開設者 

 提出書類等          ： 

提出書類 注意事項等 部数 様式 

業務廃止等に伴う覚醒

剤原料処分届出書（別記

10 様式） 

・業務廃止等から３０日以後すみ

やかに 
１部 p112 
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業務廃止等に伴う覚醒剤原料の諸手続き 

 （１）所有数量報告 

①「業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書」の報告 

  報告期間：業務廃止等が生じた日から１５日以内 

 

 （２）譲渡報告 

② ３０日以内に譲渡出来た場合 

「業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書」の報告 

報告期間：業務廃止等が生じた日から３０日以内 

 

③ ３０日以内に譲渡出来なかった場合 

「業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届願出書」の報告 

報告期間：業務廃止等が生じた日から３０日以後にすみやかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携帯輸出入（法第 30 条の６） 

 国籍にかかわらず、自己の疾病の治療の目的で医薬品覚醒剤原料を携帯して日

本から出国又は日本に入国する人は、事前に申請者の住所又は入港する港や空港

を管轄する地方厚生局麻薬取締部に申請して、許可を受ける必要があります。 

 詳細な手続については、麻薬取締部のホームページ 

（URL：https://www.ncd.mhlw.go.jp/shinsei6.html）をご確認ください。 
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Ⅹ 立入検査（法第 32 条第２項、法第 42 条の２第８号） 

（１）立入検査の目的 

  立入検査は、覚醒剤原料の取締上必要があるときに行われ、犯罪捜査の目的

では行われるものではありません。 

 

（２）立入検査の注意事項 

立入検査を行う職員は、その身分を示す証票を携帯していますので、必ず提

示を求めて確認してください。 

  正当な理由なく立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して

答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした場合には処罰されることがあります（法

第 42 条の２第８号）。 
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麻薬・向精神薬･覚醒剤原料の申請･届出等担当窓口一覧表 

所  属  名  称 
担当 

課・グループ 
電話番号 

郵便番号 所  在  地 ＦＡＸ番号 

桑名保健所                                                                                                                                                        衛生指導課 0594-24-3623 

511-8567 桑名市中央町５丁目７１ 0594-24-3692 

鈴鹿保健所                                                                                     衛生指導課 059-382-8674 

513-0809 鈴鹿市西条５丁目１１７ 059-382-7958 

津保健所                                                                                  衛生指導課 059-223-5112 

514-8567 津市桜橋３丁目４４６－３４ 059-223-5119 

松阪保健所                                                                                  衛生指導課 0598-50-0529 

515-0011 松阪市高町１３８ 0598-50-0621 

伊勢保健所                                                                                 衛生指導課 0596-27-5151 

516-8566 伊勢市勢田町６２８番地２ 0596-27-5253 

伊賀保健所                                                                               衛生指導課 0595-24-8080 

518-8533 伊賀市四十九町２８０２ 0595-24-8085 

尾鷲保健所                                                                                   衛生指導課 0597-23-3461 

519-3695 尾鷲市坂場西町１番１号 0597-23-3449 

熊野保健所                                                                                 衛生指導課 0597-85-2159 

519-4324 熊野市井戸町３８３ 0597-85-3914 

医療保健部薬務課 薬事班 059-224-2330 

514-8570 津市広明町１３ 059-224-2344 

四日市市保健所                                                                                 衛生指導課 059-352-0592 

510-0085 四日市市諏訪町２－２総合会館４階 059-351-3304 

東海北陸厚生局麻薬取締部 調査総務課 052-951-6911 

460-0001 
名古屋市中区三の丸２－５－１                                                                                            

名古屋合同庁舎第２号館１階 
052-951-6876 

 



 

 

麻薬・向精神薬・覚醒剤原料 

取扱いの手引き 

（病院・診療所用） 

 

令和７年１０月発行 

 

三重県医療保健部薬務課 
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